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はじめに 
 

平成２７年に「消防本部における女性職員の更なる活躍に向けた検討会報告書」

が取りまとめられて以降、消防吏員に占める女性消防吏員の比率を令和８年度当初

までに５％に引き上げるという共通目標の達成に向け、全国の消防本部において各

種の取組が実施されており、女性消防吏員数は年々増加しています。しかしなが

ら、令和６年４月１日現在、女性消防吏員数は６，１２４人、消防吏員に占める比

率は３．７％であり、いまだ目標値の５％には届いておらず、消防と同様に２４時

間３６５日現場活動を行う部隊を持つ警察、自衛隊、海上保安庁といった組織と比

較しても女性の比率は低い状況です。 

また、平成２９年に消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキ

ンググループにおいて「消防本部におけるハラスメント等への対応策」が取りまと

められて以降、ハラスメントの撲滅に向け、全国の消防本部において消防長の意志

の明確化やハラスメント等に関する通報制度の確立、ハラスメントに関する相談窓

口の設置などの各種の対応策が実施されています。しかしながら、いまだ消防本部

においてハラスメントが発生している状況です。 

このような現状を踏まえ、本検討会では、消防本部における女性活躍推進及びハ

ラスメント対策に関する取組を充実させるため、女性消防吏員の確保、育成及び職

域拡大のための方策や、ハラスメント対策を含めた、性別、年齢を問わず全ての消

防吏員が継続して勤務できる働きやすい職場環境づくりのための方策について検討

を行い、そのあり方についてとりまとめました。 

今後、全国の消防本部において、女性消防吏員の活躍やハラスメント対策に関す

る取組が一層推進されることを切に願っております。 

最後に、本検討会の構成員やご協力いただいた方々に対し、心からお礼を申し上

げます。 
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第１章 消防本部における女性活躍推進 

 

第１ 消防本部における女性活躍推進の現状 

１ 女性消防吏員数及び比率 

令和６年４月１日現在、女性消防吏員数は６，１２４人、消防吏員に占める

比率は３．７％となっており、平成２７年度と比較すると、女性消防吏員数は

２０００人以上、消防吏員に占める比率は１．３％増加している。 

 

＜女性消防吏員数及び比率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消防防災・震災対策現況調査」の結果より。各年４月１日現在の数値 

 

２ 女性消防吏員が一人もいない消防本部数 

令和６年４月１日現在、女性消防吏員が一人もいない消防本部は８５本部と

なっており、平成２７年度と比較すると、２００本部以上減少している。 

 

＜女性消防吏員が一人もいない消防本部の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組等に関する調査」の結果より。各年４月１日現在の数値 
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３ 階級別の女性消防吏員の比率 

   令和６年４月１日現在、全女性消防吏員のうち消防士、消防副士長、消防士

長の階級にある女性消防吏員が７４．１％、消防司令補以上の階級にある女性

消防吏員が２５．９％となっており、平成２７年度と比較すると、消防司令補

以上の階級にある女性消防吏員が増加している。 

 

＜階級別の女性消防吏員の比率の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消防防災・震災対策現況調査」の結果より。各年４月１日現在の数値 

 

４ 女性専用施設の整備状況 

   令和７年１月１日現在、消防本部、消防署、出張所等の消防庁舎における女性

専用施設の整備状況は、更衣室が６１．５％、仮眠室が５３．４％、浴室が５

３．０％、トイレが７５．１％となっており、平成２７年度と比較すると、いず

れの女性専用施設も３割前後増加している。 

 

＜女性専用施設の整備状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組等に関する調査」の結果より 
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＜女性消防吏員を派遣するために準備している資機材＞ 

５ 勤務体制別の女性消防吏員の比率 

   令和７年１月１日現在、全女性消防吏員のうち毎日勤務に従事する女性消防

吏員は４７．４％、消防隊や救急隊などの交替制勤務に従事する女性消防吏員

は４８．４％となっており、平成２８年度と比較すると、交替制勤務に従事す

る女性消防吏員が増加している。 

 

＜勤務体制別の女性消防吏員の比率＞        ＜交替制勤務に従事する女性消防吏員の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 緊急消防援助隊員としての女性消防吏員の派遣 

   令和６年能登半島地震に対し、２４消防本部から７１名の女性消防吏員が緊

急消防援助隊員として派遣され、後方支援活動等の業務で活躍した。 

   また、女性消防吏員の派遣を想定し、女性消防吏員用の簡易トイレ、簡易ベ

ッド、寝袋、個別テントといった資機材を準備している消防本部もあった。 

 

＜後方支援活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月１日現在 

「令和６年度女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組等に関する調査」の結果よ

り 

「令和６年度女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組等に関する調査」の結果より 
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第２ 消防本部等に対する調査結果 

１ 調査の概要 

本検討会では、消防本部等における女性消防吏員活躍推進に関する取組等の

現状把握と課題の抽出を行うため、以下のとおり調査を実施した。 

 

（１）女性消防吏員活躍推進に関する調査（消防本部向け） 

全国の消防本部を対象に実施。全ての消防本部から回答があった。 

 

（２）女性消防吏員活躍推進に関する調査（女性消防吏員向け） 

全国の消防本部に所属する女性消防吏員のうち、無作為に抽出した８００

人を対象に実施。回答数は６０３人、回答率は７５．４％であった。 

 

 （３）女性消防吏員活躍推進に関する調査（消防学校向け） 

    全国の都道府県及び政令市消防学校を対象に実施。全ての消防学校から回

答があった。 
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２ 調査結果の概要 

（１）女性消防吏員活躍推進に関する調査（消防本部向け） 

① 直近に実施した大学卒業・専門学校卒業・高校卒業程度採用試験における

年齢要件 

  ➢ 大学卒業程度、専門学校卒業程度、高校卒業程度のいずれの試験区分も、

３０歳以下の年齢を上限としている消防本部が大半であった。【図１】 

 

【図１】 

  

 

 

 

 

 

② 経験者採用区分、再採用区分又は女性採用区分を設けた採用試験の実施の

有無（複数回答可） 

  ➢ 経験者採用区分を設けた採用試験を実施している消防本部は全消防本部の

約１割であり、再採用区分、女性採用区分を設けた採用試験を実施している

消防本部は少数であった。【図２】 

 

【図２】 

 

 

 

 

  ③ 女性の受験者及び採用者を確保するための取組（複数回答可） 

  ➢ 「高校・専門学校・大学における説明会や講義」、「市町村・警察等の他の

官庁が主催する採用説明会への参加」などの対面式の広報を実施していると

の回答が全回答の約半数を占めた。一方、採用試験合格者に対する取組を実

施しているとの回答は全回答の約１割であった。【図３】 

 

【図３】（N=2,297） 
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  ④ 令和６年度中に自己都合（勧奨退職を除く）により離職した消防吏員数及

び離職時点の勤務年数・離職理由の内訳 

  ➢ 採用１０年未満の離職者が全離職者の半数を占めたほか、採用３０年以上

の離職者が全離職者の２割を占めた。また、離職理由では、採用１０年未満

の離職者は「転職（民間企業）」、採用３０年以上の離職者は「病気・怪我」

が最も多かった。【図４】 

 

【図４】 
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  ⑤ 消防吏員の離職を防止するために実施している取組（複数回答可） 

  ➢ 「休暇・休業の取得促進や福利厚生の充実」が最も多く、次いで「管理職

員等による面談の実施」が多かった。 

一方、「職場ミーティング・グループディスカッションの実施」、「管理職員

を対象とした離職防止に関する研修会の開催」、「若手職員を対象とした離職

防止に関する研修会の開催」はそれぞれ全回答の５％未満であったほか、「取

組を実施していない」は全回答の約１割であった。【図５】 

 

【図５】（N=1,371） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ 女性消防吏員の働きやすい職場環境を整備するために実施している取組

（複数回答可） 

  ➢ 「女性専用施設の整備」が最も多く、次いで「出産、育児等の事情を考慮

した人事配置の実施」が多かった。 

一方、「テレワーク制度、フレックス・タイム制度の導入」、「メンター制度

の導入」はそれぞれ全回答の１割未満であった。【図６】 

 

【図６】（N=1,248） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

（※）同一の消防吏員を複数回派遣した場合は、１人として計上。 

 

８ 

 

  ⑦ 女性消防吏員が交替制勤務や災害派遣に携わりやすくするために実施して

いる取組（複数回答可） 

  ➢ 「女性専用施設や女性専用設備の整備」が全回答の約６割を占めた。 

一方、「小型化・軽量化資機材の整備」、「災害派遣時における宿営用資機材

の整備」はそれぞれ全回答の１割未満であった。【図７】 

 

【図７】（N=1,055） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 岩手県大船渡市及び愛媛県今治市における林野火災に対し、緊急消防援助

隊の隊員として派遣した消防吏員数（※）及び派遣した女性消防吏員の任務（配

置部隊） 

  ➢ 派遣された女性消防吏員は全消防吏員の１％未満であった。【図８】 

また、女性消防吏員の任務では、「後方支援小隊」が全任務の半数超を占め

た。【図９】 

 

【図８】 
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【図９】（N=52） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 岩手県大船渡市及び愛媛県今治市における林野火災に対し、緊急消防援助

隊の隊員として女性消防吏員を派遣しなかった（できなかった理由） 

➢ 「派遣先の宿営環境が整っていなかったため、女性消防吏員を派遣できな

かった」、「県隊として宿営地や後方支援等の女性が活動する際のマニュアル

等が整備されていないため」などの回答があった。 

 

【主な回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 派遣先の宿営環境が整っていなかったため、女性消防吏員を派遣できなかった 

○ 県隊として宿営地や後方支援等の女性が活動する際のマニュアル等が整備されていないため 

○ 女性を派遣するための資機材がないため 

○ 勤続年数が少なく経験不足のため 
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（２）女性消防吏員活躍推進に関する調査（女性消防吏員向け） 

  ① 初めて消防士になることを志した時期 

  ➢ 「高校生」、「専門学生」、「大学生」が全回答の７割を占めた。 

また、「小学生」、「中学生」、「社会人」がそれぞれ全回答の１割前後であっ

た。【図１】 

 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 効果的な採用広報が実施できると感じる媒体（複数回答可） 

  ➢ 「ＳＮＳ」、「ＨＰ」が全回答の６割超を占めた。【図２】 

 

【図２】（N=1,215） 
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  ③ 就職前と就職後で消防本部やその業務にギャップを感じたか、感じた場

合、何に対してギャップを感じたか 

➢ 「ギャップを感じた」と回答した女性消防吏員は全回答者の半数超であっ

た。【図３】 

また、「ギャップを感じた」と回答した女性消防吏員のうち、業務に関する

ことへのギャップを感じたと回答した女性消防吏員が約６割を占めた。【図

４】 

 

【図３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】（N=331） 
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  ④ 就職前と就職後で消防本部やその業務にギャップを感じた場合、具体的に

どのようなギャップを感じたか 

  ➢ 「現場活動や訓練が中心だと思っていたが、事務作業の幅が広く驚いた」、 

   「交替制勤務等において、女性の携わりづらさを感じる」などの回答があっ

た。 

 

【主な回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤ 定年まで働きたいと思うか 

  ➢ 「定年まで働きたいと思う」と回答した女性消防吏員は全回答者の半数超

であった。【図５】 

 

【図５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務に関すること】 

○ 現場活動や訓練が中心だと思っていたが、事務作業の幅が広く驚いた 

【施設や設備に関すること】 

○ 仮眠室や浴室など、女性専用施設の整備が十分でない（整備されていても、古く利便性に欠

ける） 

【給与に関すること】 

○ 想像よりも給与が少なく、職務の内容に見合っていないと感じる 

【休暇・休業制度や福利厚生に関すること】 

○ 想像よりも休暇制度が充実していたが、人員が少なく休暇を取得しづらい 

【その他】 

○ 女性職員と共に勤務することについて男性職員が理解する必要がある 



 

              

 

（※）管理職員とは、管理職手当を支給されている職員をいう。以下同じ。 
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  ⑥ 定年まで働きたいと思わない理由 

➢ 定年まで働きたいと思わないと回答した女性消防吏員のうち、「体力的に困

難だと感じる」と回答した女性消防吏員が最も多かった。 

また、「出産、育児、介護等、家庭と仕事との両立が困難だと感じるから」

と回答した女性消防吏員が約２割であったほか、「ロールモデルや目指したい

と思える上司がいない」などの回答もあった。【図６】 

 

【図６】（N=271） 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 昇任したいと思うか、思う場合、管理職員（※）になるまで昇任したいと思う

か 

  ➢ 「昇任したいと思う」と回答した女性消防吏員は全回答者の半数超であっ

た。【図７】 

また、「昇任したいと思う」と回答した女性消防吏員のうち、管理職員にな

るまで昇任したいと思わないと回答した女性消防吏員は半数超を占めた。 

【図８】 

 

【図７】 
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【図８】（N=343） 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 管理職員になるまで昇任したいと思わない理由（複数回答可） 

  ➢ 「管理側ではなく、実務者として業務に従事したいから」が最も多かっ

た。 

また、「上司の姿を見ていると昇任に魅力を感じないから」、「職務上の責任

が重くなるから」、「仕事と家庭の両立が難しそうだから」といった回答も多

かった。【図９】 

 

【図９】（N=720） 

 

 

 

 

 

 

  ⑨ 現在の職場で勤務する上で働きやすさを感じていない理由（複数回答可） 

  ➢ 「女性専用施設が十分に整備されていない」が全回答の約２割で最も多

く、次いで「災害派遣時における宿営用資機材が導入されていない（導入さ

れているが十分に整備されていない）」、「小型化・軽量化資機材が導入されて

いない（導入されているが十分に整備されていない）」が多かった。【図 10】 

 

【図 10】（N=314） 
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⑩ 緊急消防援助隊の隊員として派遣を希望しているか 

  ➢ 「派遣を希望している」が全回答の約４割であった。【図 11】 

 

【図 11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑪ 緊急消防援助隊の隊員として派遣を希望していない理由 

  ➢ 「災害活動の経験がない（ほとんどない）ため、自身の能力に不安があ

る」、「育児等の事情」、「宿営環境に不安がある」がほぼ同数であった。 

また、「その他」では、必要な資機材が増えるなど周囲に迷惑をかけてしま

うなどの回答があった。【図 12】 

 

【図 12】（N=570） 
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第３ 今後に向けた取組 

 

 消防本部における女性活躍推進の現状や消防本部、女性消防吏員に対する調査の

結果を踏まえ、女性消防吏員の更なる活躍に向け、女性消防吏員の比率に関する目

標を設定するとともに、目標達成を目指し、消防本部において以下の取組を推進す

ることとする。 

 

１ 女性消防吏員を増加させることの意義 

生産年齢人口の減少が進み、人材の確保が一段と困難になる中で、女性消防

吏員の活躍は、消防組織が存続していくための重要な鍵となる。これまで十分

に活用されてこなかった人材層にも積極的に門戸を広く開くことで、限られた

層に依存した採用から脱却し、意欲、能力及び適性のある人材を継続的に確保

することにつながり、組織力の維持・向上が期待できる。 

また、女性消防吏員が現場や窓口で活躍することは、住民サービスの向上に

も直結する。災害時や救急現場では、性別や年齢、ライフステージに応じたき

め細かな対応が求められることとなるが、女性を含めた多様な経験を有する職

員が住民サービスを提供することによって、住民が相談しやすく、安心して支

援を求められる体制が整い、子どもや高齢者、災害時の要支援者など、様々な

状況にある多様な住民への対応力が向上していくものと考える。 

さらに、女性消防吏員の参画を通じて、多様な視点でものごとを捉える組織

風土が醸成されることは、組織全体の強化につながる。従来の発想だけでは見

落とされがちだったリスクや課題が顕在化し、新しい課題解決手法などが生ま

れやすくなる。多様な意見を尊重し合う風土は、若手や新規採用者にとっても

魅力的な職場づくりにつながり、結果として、消防組織の持続的な発展と住民

の安心・安全の確保に大きく寄与することとなる。 

 

２ 女性消防吏員の比率に関する目標の設定 

   

    

 

 

目標決定後に記載 
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３ 女性消防吏員の確保のための方策 

 （１）今後広報を実施していくべき対象や媒体の明確化 

高校生、専門学生、大学生といった就職期の年齢層の女性に消防を就職の

選択肢として考えてもらうためには、より早い時期から消防の業務について

認知してもらうことが重要である。このことから、高校生、専門学生、大学

生に加え、小学生、中学生といった若年層に対しても積極的に消防業務に関

する広報を実施していくことが効果的である。さらには、消防の認知度やイ

メージを向上させるためには、若年層に加えて保護者に対してアプローチし

ていくことが効果的である。 

また、デジタル媒体を活用することで、幅広く情報を拡散できるととも

に、消防を認知していない潜在層に対する広報効果が期待できる。 

加えて、他の官庁や民間企業において、オンライン形式の就職説明会等非

対面の取組が主流になりつつある現状を踏まえ、ＳＮＳ等の情報発信力の高

いデジタル媒体の活用を中心とした広報を実施することが効果的である。 

 （２）採用試験の見直し 

採用試験の受験者が減少している中で女性消防吏員を増加させていくため

には、新卒採用者の確保のみならず、他の官庁や民間企業等から消防への転

職を希望する者や、消防への復職を希望する者の確保にも取り組んでいく必

要があることから、採用試験において年齢要件を緩和することや経験者採用

区分等を設定することも有効である。 

 （３）採用試験合格者の採用辞退を防ぐための取組 

    採用試験合格者の中には他の官庁や民間企業等を併願先としている者もお

り、このような採用試験合格者の採用辞退を防ぐためには、採用試験合格後

も継続的にアプローチする必要があることから、業務説明会や面談等を通じ

た採用試験合格者に対するフォローを実施することも有効である。 

 （４）離職防止のための取組 

厳しい採用情勢の中で消防吏員を増加させていくためには、新規採用者の確

保と併せて消防吏員の離職防止、特に、離職者の多い若手職員や高齢期職員

の自己都合を理由とする離職防止に取り組んでいく必要があることから、採

用１０年未満の若手職員に対する離職防止を目的とした研修、職場ミーティ

ング等を継続的に実施することや、高齢期職員の活躍維持に向けた取組、適

材適所の配置等を実施することが重要である。 

    また、離職防止に取り組むにあたり、まずは管理職員の意識の醸成や部下

職員と良好な関係性を築く能力を向上させる必要があることから、管理職員

の離職防止に対する意識の醸成や若手職員等とのミーティングのスキルを向

上させるための研修等を実施することも有効である。 
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４ 女性消防吏員の働きやすい職場環境づくりのための方策 

 （１）女性専用施設等の整備 

各消防本部において女性専用施設の整備が進んできているものの、いまだ

女性専用施設が整備されていない、又は、女性専用施設が整備されていても

老朽化が進んでおり使用されていない、実際に施設を使用する女性消防吏員

の意向等が反映されておらず使用しづらい施設となっている場合もあること

から、女性消防吏員の働きやすい職場環境づくりに向け、女性消防吏員の意

見等を踏まえるとともに、性別や体格、家庭環境等により不利益を受けない

機能性や利便性を考慮した施設の整備や改修を実施することが重要である。 

また、資機材を使用する機会が多い交替制勤務に従事する女性消防吏員が

増加傾向にある中、小型化、軽量化及び電動化された資機材が整備されてい

ないことを理由に働きやすさを感じていない女性消防吏員が一定数いること

から、こうした女性消防吏員が働きやすさを感じることのできる職場環境づ

くりに向け、女性消防吏員の意見等を踏まえるとともに、性別や体格等によ

り影響を受けない小型化、軽量化及び電動化された資機材を整備することも

有効である。 

（２）女性消防吏員等が働きやすい勤務制度等の導入 

    仕事と家庭の両立支援策の一つとして他の官庁や民間企業においてテレワ

ーク制度、フレックス・タイム制度の導入が進んでいるところだが、これら

の制度を導入している消防本部はいまだ少数であり、このような現状から働

きやすさを感じていない女性消防吏員が一定数いる。このような女性消防吏

員が働きやすさを感じることのできる職場をつくるためには、出産、育児等

に伴い様々な働き方が選択でき、かつ、男性消防吏員が育児や家事に参画し

やすい環境を整備することが重要であることから、女性消防吏員等が家庭の

事情等に伴い柔軟な働き方が選択できるよう、テレワーク制度やフレック

ス・タイム制度を導入することも有効である。 

    また、託児施設を設けるなど研修を受講しやすい環境の整備も有効であ

る。 

 加えて、休暇・休業の取得のしづらさやテレワーク制度、フレックス・タ

イム制度を含む各種制度の利用のしづらさを感じている女性消防吏員も一定

数いることから、職員の休暇・休業の取得や各種制度の利用の促進に向け、

休暇・休業の取得や各種制度の利用等について相談できるメンター・相談員

を導入することが効果的である。 
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５ 女性消防吏員の育成や職域拡大を推進するための方策 

 （１）昇任に対する不安の解消 

    上司の姿を見ていると昇任に魅力を感じないことを理由に管理職員まで昇

任したいと思わない女性消防吏員や同じ職場にロールモデルとなる女性消防

吏員がおらず今後のキャリア形成のビジョンを描けていない女性消防吏員が

一定数いることから、こうした女性消防吏員の昇任やキャリア形成に対する

懸念を払拭するため、女性消防吏員のキャリアパスイメージやロールモデル

を提示することや女性管理職員によるメンター制度を導入することが効果的

である。なお、キャリアパスイメージやロールモデルを提示する場合におい

て、実態とのギャップが大きくならないように留意することが必要である。 

    また、仕事と家庭の両立が難しい、管理職員として必要な能力や適性がな

いと感じることを理由に管理職員まで昇任したいと思わない女性消防吏員も

おり、こうした女性消防吏員が意欲をもって管理職員への昇任を目指せるよ

うにするため、管理職員のワークライフバランスの推進や幅広い業務への配

置転換による能力開発、育児休業者などの復職者等に対するサポート体制を

導入することも効果的である。加えて、特に中小規模の消防本部においては

女性消防吏員が少数しかおらず、女性消防吏員のキャリアパスイメージやロ

ールモデルを提示することが難しい場合も想定されることから、近隣の消防

本部等と連携し、女性消防吏員どうしが定期的に情報共有や意見交換できる

場を創設することも効果的である。なお、その場合において、他の消防本部

の取組事例が必ずしも自分たちの消防本部では実現できないケースもあるこ

とにも留意する。 

 （２）交替制勤務や災害派遣への携わりづらさの解消 

    災害派遣時における宿営用資機材や小型化・軽量化資機材の不足感を感じ

ている女性消防吏員や自身の能力や被災地の宿営環境への不安、育児の事情

を理由に緊急消防援助隊の隊員としての派遣を希望していない女性消防吏員

が一定数いることから、こうした女性消防吏員の交替制勤務や災害派遣への

携わりづらさの解消に向け、女性消防吏員の要望を踏まえた小型化・軽量化

した資機材や災害派遣時の宿営用資機材を整備することや女性消防吏員の意

欲、適性を踏まえた能力開発、人事配置を実施することが効果的である。 

    また、交替制勤務や災害派遣への携わりづらさの解消等を通じた女性消防

吏員の職域拡大に取り組むに当たり、まずは管理職員がその必要性を理解す

る必要があることから、女性消防吏員の職域拡大に対する管理職員の意識の

醸成を目的とした研修等を継続的に実施することが重要である。



 

              

 

（※）懲戒処分等とは、懲戒処分又は訓告、厳重注意、説諭、諭旨などの実質的な制裁を伴わない矯正措置をいう。以下同じ。 
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第２章 消防本部におけるハラスメント対策 

 
第１ 消防本部におけるハラスメント対策の現状 

１ ハラスメント等への対応策の実施状況 

   令和５年１月１日現在、「消防本部におけるハラスメント等への対応策」（平

成２９年 消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググ

ループ）により示された対応策について、いずれの対応策も概ね８割から９割

の消防本部が実施しており、平成２９年度と比較して大幅に増加している。 

 

＜消防本部におけるハラスメント等への対応策の実施状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消防本部におけるハラスメント等への対応策取組実態調査」の結果より 

 

２ ハラスメント行為による懲戒処分等(※)数 

   令和５年度中にハラスメント行為により懲戒処分等が行われた事案は１７６

件であり、懲戒処分等を受けた者は２０６人であった。 

 

＜ハラスメント行為により懲戒処分等が行われた件数及び内容＞          ＜ハラスメント行為により懲戒処分等を受けた者の数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消防本部におけるハラスメントの実態に関する調査の結果」の結果より 
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第２ 消防本部等に対する調査結果 

１ 調査の概要 

本検討会では、消防本部等におけるハラスメント対策に関する取組等の現状

把握と課題の抽出を行うため、以下のとおり調査を実施した。 

 

（１）ハラスメント対策に関する調査（消防本部向け） 

全国の消防本部を対象に実施。全ての消防本部から回答があった。 

 

（２）ハラスメント対策に関する調査（消防吏員向け） 

全国の消防本部に所属する消防吏員のうち、無作為に抽出した８００人を

対象に実施。回答数は６０６人、回答率は７５．８％であった。 

 

（３）ハラスメント対策に関する調査（消防学校向け） 

    全国の都道府県及び政令市消防学校を対象に実施。全ての消防学校から回

答があった。 
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705本部

（97.9％）

15本部

（2.1％）

策定している 策定していない

２ 調査結果の概要 

（１）ハラスメント対策に関する調査（消防本部向け） 

  ① 現消防長がハラスメント等を撲滅するための意志表明を実施しているか 

  ➢ 現消防長が意志表明を「実施している」消防本部が全消防本部の９割以上

を占めた。【図１】 

 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 現消防長がハラスメント等を撲滅するための意志表明を実施していない理由 

  ➢ 「過去に在任していた消防長が意志表明を実施しているため、現消防長が 

改めて意志表明を実施していない」が全回答の９割を占めた。【図２】 

 

【図２】（N=11） 

 

 

 

 

 

  ③ ハラスメント等の対応策に関する内部規程を策定しているか 

  ➢ 内部規程を「策定している」消防本部が全消防本部の９割以上を占めた。【図３】 

 

【図３】 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

  ④ 策定した内部規程の周知方法（複数回答可） 

  ➢ 「例規集に掲載している」が全回答の４割超で最も多かった。 

また、「周知していない」は全回答の約２％であった。【図４】 

 
【図４】（N=774） 

 

 

 

 

 

 

⑤ ハラスメント等撲滅推進会議を設置しているか 

  ➢ ハラスメント等撲滅推進会議を「設置している」消防本部が全消防本部の

９割を占めた。【図５】 

 

【図５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ ハラスメント等撲滅推進会議の参加者（複数回答可） 

  ➢ 「消防職員のみ（管理職員を含む）」が全回答の約８割を占めた。 

    また、「外部有識者」、「消防職員のみ（管理職員を除く）」はそれぞれ全回

答の１割未満であった。【図６】 

 

【図６】（N=698） 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

（※）ハラスメント等通報制度を確立しているとは、消防職員等からハラスメント等の通報を受け、必要に応じて事実関係の調査を十分に行 

い、関係者の処分等を行う体制を確立していることをいう。 
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  ⑦ ハラスメント等撲滅推進会議を設置していない理由 

  ➢ 「人事担当課等において対応策を検討しており、会議を設置する必要がな

い」が全回答の約半数で最も多く、次いで「既にハラスメントに対する対策

が十分に講じられており、会議を設置する必要がない」が多かった。【図７】 

 

【図７】（N=68） 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ ハラスメント等通報制度を確立している（※）か、確立している場合、令和６

年度における消防職員等からの通報の有無 

  ➢ ハラスメント等通報制度を「確立している」消防本部が全消防本部の９割

以上を占めた。【図８】 

    また、ハラスメント等通報制度を確立している消防本部のうち、「消防本部

においてハラスメント等の発生を把握しておらず通報もなかった」消防本部

が約７割を占め、「通報があった」消防本部は２割超であった。【図９】 

 

【図８】 
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【図９】（N=708） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑨ 消防本部においてハラスメント等の発生を把握していたが通報はなかった

場合、ハラスメント等通報制度が活用されなかった理由 

  ➢ 「相談窓口等で早期に覚知したことにより活用されなかったと思われる」、

「通報窓口の存在を周知しきれていなかった」などの回答があった。 

 

  ⑩ 令和６年度におけるハラスメント等の通報件数 

  ➢ 令和６年度における通報の総件数は３８１件であった。 

また、総件数のうちハラスメントに関する通報が２８１件で、このうち 

１０３件において懲戒処分等が行われた。【図 10】 

 

【図 10】 

 

 

 

 

 

⑪ ハラスメント等通報窓口の形態（複数回答可） 

  ➢ 「消防職員が対応する窓口」が全回答の約半数で最も多く、次いで「市区

町村部局の職員が対応する窓口」が多かった。 

また、「都道府県の職員が対応する窓口」、「弁護士等の外部の者が対応する

窓口」、「人事委員会又は公平委員会が対応する窓口」はそれぞれ全回答の

５％未満であった。【図 11】 

 

【図 11】（N=1,256） 
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  ⑫ ハラスメント等通報窓口において、弁護士等の外部の者が対応することで

どのような効果があったか（複数回答可） 

  ➢ 「通報しやすい環境づくりにつながった」が全回答の約４割、「公平性の高

い通報対応が可能となった」が全回答の３割超であった。【図 12】 

 

【図 12】（N=95） 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ ハラスメント相談窓口を設置しているか、設置している場合、令和６年度

における消防職員等からのハラスメントに関する相談の有無 

  ➢ ハラスメント相談窓口を「設置している」消防本部が全消防本部の９割以

上を占めた。【図 13】 

    また、ハラスメント相談窓口を設置している消防本部のうち、「消防本部に

おいてハラスメントの発生を把握しておらず相談もなかった」消防本部が 

６割超を占め、「相談があった」消防本部は約３割であった。【図 14】 

 

【図 13】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 14】（N=713） 
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  ⑭ 消防本部においてハラスメントの発生を把握していたが相談はなかった場

合、ハラスメント相談窓口が活用されなかった理由 

  ➢ 「面談等で早期に覚知したことにより活用されなかったと思われる」、「相

談者の特定を恐れたためと思われる」、「通報窓口の存在を周知しきれてい

なかった」などの回答があった。 

 

  ⑮ 令和６年度における消防職員等からの相談件数 

  ➢ 令和６年度における相談の総件数は４６４件であった。 

また、総件数のうちハラスメントに関する相談が３７６件で、そのうち 

８６件において懲戒処分等が行われた。【図 15】 

 

【図 15】 

 

 

 

 

  ⑯ ハラスメント相談窓口の形態（複数回答可） 

  ➢ 「消防職員が対応する窓口」が全回答の約半数で最も多く、次いで「市区

町村部局の職員が対応する窓口」が多かった。 

    また、「都道府県の職員が対応する窓口」、「臨床心理士等が対応する窓

口」、「産業医が対応する窓口」、「他の市区町村又は他の消防本部と共同運用

している窓口」はそれぞれ全回答の５％未満であった。【図 16】 

 

【図 16】（N=1,269） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

  ⑰ ハラスメント相談窓口において、臨床心理士等の外部の者が対応すること

で、どのような効果があったか（複数回答可） 

  ➢ 「相談者に対して専門的知見をもって助言することが可能となった」が全

回答の半数、「相談しやすい環境づくりにつながった」が全回答の３割超であ

った。【図 17】  

 

【図 17】（N=92） 

 

 

 

 

 

  ⑱ 懲戒処分に関する基準を策定しているか、策定している場合、ハラスメン

ト行為について明記しているか 

 

  ➢ 基準を「策定している」本部が全本部の約９割を占めた。【図 18】 

また、基準を策定している消防本部のうち、基準に、ハラスメントについ

て「明記している」消防本部が約９割を占めた。【図 19】 

 

【図 18】                     【図 19】（N=664） 
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  ⑲ 懲戒処分に関する基準を策定していない理由 

  ➢ 「市区町村部局で懲戒処分基準を策定していないことから、消防本部とし

ても懲戒処分基準を策定していない」が全回答の約８割を占めた。【図 20】 

 

【図 20】（N=56） 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑳ 懲戒処分に関する基準の公表方法 

  ➢ 「市区町村や消防本部のＨＰに掲載している」が全回答の約４割で最も多

く、「公表していない」についても全回答の約４割であった。【図 21】 

 

【図 21】（N=679） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉑ 懲戒処分の公表基準を策定しているか 

  ➢ 懲戒処分の公表基準を「策定している」消防本部が全消防本部の８割超を

占めた。【図 22】 

 

【図 22】 
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  ㉒ 懲戒処分の公表基準を策定していない理由 

  ➢ 「市区町村部局でも懲戒処分の公表基準を策定していないことから、消防

本部としても懲戒処分の公表基準を策定していない」が全回答の９割を占め

た。【図 23】 

 

【図 23】（N=103） 

 

 

 

 

 

  ㉓ 策定した懲戒処分の公表基準の公表方法（複数回答可） 

  ➢ 「市区町村や消防本部のＨＰに掲載している」、「公表していない」がほぼ

同数であった。【図 24】 

 

【図 24】（N=635） 

 
 

 

 

 

 

  ㉔ 令和６年度中にセルフチェック、アンケート等の職員の気付きを促す取組

を実施したか、実施した場合、取組の内容（複数回答可） 

  ➢ 令和６年度中にセルフチェック、アンケート等の職員の気付きを促す取組

を「実施した」消防本部が全消防本部の８割を占めた。【図 25】 

また、実施した取組として、「アンケート」が全回答の約半数で最も多く、

次いで「セルフチェック」が多かった。【図 26】 

 

【図 25】 
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【図 26】（N=699） 

 

 

 

 

 

 

 

㉕ 職員の気付きを促す取組を実施しなかった理由 

  ➢ ハラスメントに関する相談やハラスメント事案の発生がなかったため職員

の気付きを促す取組を実施しなかった消防本部が全消防本部の過半数を占め

た。【図 27】 

 

【図 27】（N=143） 

 
 
 

 

 

 

 

  ㉖ 令和６年度中にハラスメント等に関する講習・研修又はハラスメント等を

議題とした職場ミーティングを実施したか、実施した場合、講習・研修及び

職場ミーティングの実施状況 

  ➢ 令和６年度中にハラスメント等に関する講習・研修又はハラスメント等を

議題とした職場ミーティングを「実施した」消防本部が全消防本部の約８割

を占めた。【図 28】 

また、実施した取組として、「講習・研修のみ」が全回答の６割超で最も多

かった。【図 29】 

 

【図 28】 
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【図 29】（N=593） 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉗ 講習・研修を実施した場合、講習・研修の内容（複数回答可） 

  ➢ 「パワハラ等の定義について」が約４割で最も多く、次いで「消防本部に

おけるハラスメント対策の事例について」が多かった。【図 30】 

 

【図 30】（N=1,032） 

 

 

 

 

 

 

  ㉘ 講習・研修を実施した場合、講習・研修の実施方法（複数回答可） 

  ➢ 「全職員が一斉に受講する講習・研修」が４割超で最も多く、次いで「管

理職員と管理職員以外の職員とを別けた講習・研修」が多かった。【図 31】 

 

【図 31】（N=553） 
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㉙ 職場ミーティングを実施した場合、職場ミーティングの内容（複数回答可） 

  ➢ 「パワハラ等の定義について」が３割超で最も多く、次いで「消防本部に

おけるハラスメント対策の事例について」が多かった。【図 32】 

 

【図 32】（N=385） 

 

 

 

 

 

 

  ㉚ 職場ミーティングを実施した場合、職場ミーティングの実施方法（複数回答可）  

  ➢ 「その他」を除くと、「管理職員と管理職員以外の職員とを別けた職場ミー

ティング」が全回答の２割超で最も多かった。 

また、「その他」では「所属（署所、課、係等）ごとに実施」などの回答が 

あった。【図 33】 

 

【図 33】（N=231） 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉛ 講習・研修及び職場ミーティングを実施しなかった理由 

  ➢ ハラスメントに関する通報、相談やハラスメント事案の発生がなかったた

め講習・研修及び職場ミーティングを実施しなかった消防本部が全消防本部

の４割超を占めた。【図 34】 

 

【図 34】（N=127） 
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（２）ハラスメント対策に関する調査（消防吏員向け） 

  ① 令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがあるか 

  ➢ ハラスメントを受けたことがあると回答した消防吏員は全回答者の約１割

であり、約９割の消防吏員はハラスメントを受けたことがないとの回答であ

った。【図１】 

 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

  ② ハラスメントを受けたことがある場合、ハラスメントの種別（複数回答可） 

  ➢ 「パワー・ハラスメント」が全回答の約８割を占めた。【図２】 

 

【図２】（N=69） 

 

 

 

 

 

 

  ③ ハラスメントを受け、回答者がとった行動（複数回答可） 

  ➢ 「何もしなかった（できなかった）」が最も多く、次いで上司・家族や職場

外の友人・同僚に相談したが多かった。【図３】 

 

【図３】（N=111） 
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④ 回答者がハラスメントを受けて何もしなかった（できなかった）理由（複数回答可）  

➢ 「何をしても問題の解決にはならないと思ったから」が全回答の２割超で

最も多く、次いで「職場の上司や同僚との人間関係が悪くなってしまうと思

ったから」、「相談したことが職場内で公になってしまうと思ったから」、 

「職場内にハラスメントについて相談しにくい雰囲気があるから」が多かっ

た。【図４】 

 

【図４】（N=92） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 令和６年度中、職場で職員がハラスメントを受けているのを見聞きしたか 

➢ 「見聞きしたことがある」が全回答の２割超であった。【図５】 

 

【図５】（N=606） 
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  ⑥ 消防本部における対応策の消防吏員の認知状況（任意回答） 

  ➢ 「ハラスメント相談窓口の設置」が最も多く、次いで「アンケートや個人

面談等の職員の気付きを促す取組の実施」、「研修等の充実」が多かった。 

【図６】 

 

【図６】（N=2,375） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 所属する消防本部が実施している平成 29年次長通知にて示された対応策の

うち、どの対応策が効果を発揮していると感じているか（複数回答可） 

➢ 「アンケートや個人面談等の職員の気付きを促す取組の実施」が最も多

く、次いで「ハラスメント相談窓口の設置」、「研修等の充実」が多かった。 

また、「ハラスメント等撲滅推進会議の開催」、「懲戒処分の公表基準の策定

及び公表」、「ハラスメント等の対応策に関する内部規程の策定」は少なかっ

た。【図７】 

 

【図７】（N=1,241） 
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⑧ 対応策が効果を発揮していると感じている場合、具体的にどのような効果

を発揮しているか 

➢ 「職員全体のハラスメント防止の意識が向上した」、「通報、相談により自

分でためこまない環境となった」、「基準の存在が抑止力となった」などの回

答があった。 

 

【主な回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑨ 平成 29年次長通知にて示された対応策のうち、どの対応策を今後強化すべ

きだと感じるか（複数回答可） 

  ➢ 「アンケートや個人面談等の職員の気付きを促す取組の実施」が最も多

く、次いで「懲戒処分基準の策定及び公表」、「ハラスメント相談窓口の設

置」が多かった。【図８】 

 

【図８】（N=1,443） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消防長の意志の明確化】 

○ 職員全体のハラスメント防止の意識が向上した 

○ 若手であっても意見しやすい環境となった  など 

【通報制度の確立・相談窓口の設置】 

○ 通報、相談により自分でためこまない環境となった 

○ 通報制度の整備が抑止力となった  など 

【懲戒処分基準、公表基準の策定及び公表】 

○ 基準の存在が抑止力となった 

○ 基準の明確化によりハラスメントの定義について共通認識が生まれた  など 

【アンケート・個人面談】 

○ ハラスメント事案の実態把握ができるようになった 

○ 自らの言動が適切か考えるようになった  など 

【研修等の充実】 

○ ハラスメント防止への意識が向上した 

○ ハラスメントの定義について共通認識が生まれた  など 
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  ⑩ 対応策を今後強化すべきだと感じる場合、どのように強化すべきか 

  ➢ 「消防職員でない第三者による運営・多様な属性の窓口員の配置」、 

「処分の基準、ハラスメントの定義の明確化」などの回答があった。 

 

【主な回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑪ 現在勤務する職場の特徴（複数回答可） 

  ➢ ハラスメントを受けたことがある消防吏員とハラスメントを受けたことは

ない消防吏員とで特に差があったものは、「上司・同僚・部下のコミュニケー

ションが少ない又はない」、「悩み、不満、問題を組織（上司）に伝えづら

い」、「職員間においてイジリ、おどかし、からかいが見られる」、「他部署や

外部との交流が少ない又はない」、「時間外勤務が多い」であった。【図８】 

 

【図⑧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通報制度の確立・相談窓口の設置】 

○ 消防職員でない第三者による運営 

○ 多様な属性の窓口員の配置（年齢層、性別など） 

【懲戒処分基準の策定及び公表】 

○ 処分の基準、ハラスメントの定義の明確化 

【懲戒処分の公表基準の策定及び公表】 

○ ハラスメントによる処分内容の職員への周知 

【アンケートや個人面談等の職員の気づきを促す取組】 

○ 職員に向けアンケート結果の公表 

【研修等の充実】 

○ 外部講師の起用 

○ 階層別の研修の実施  

○ 相談窓口員のスキルアップ研修の導入 

【その他】 

○ 過去の処分事例の共有 

○ 気軽に利用できる目安箱の設置 
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⑫ 令和６年度中、職場でカスタマー・ハラスメント（カスハラ）を受けたこ

とがあるか 

 ➢ カスハラを受けたことがあると回答した消防吏員は全回答者の１割超で

あった。【図９】 

 

【図９】 

 

 

 

 

 

  ⑬ 回答者が受けたカスハラは、どのような場面で行われ、どのような内容だ

ったか（複数回答可） 

  ➢ カスハラを受けた場面として、「電話（119番通報以外）・メール等での応対

時」が約３割で最も多かった。【図 10】 

また、カスハラの内容として、「威圧的な言動（大声で責める、反社会的な

者とのつながりをほのめかす等）」が３割超で最も多かった。【図 11】 

 

【図 10】（N=121） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 11】(N=191) 
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第３ 今後に向けた取組 

 

消防本部におけるハラスメント対策の現状や消防本部、消防吏員に対する調査の

結果を踏まえ、ハラスメント撲滅に向け、消防本部において以下の取組を推進する

こととする。 

 

１ ハラスメントの未然防止のための取組 

（１）消防長の意志の明確化 

    ハラスメントを防止するためには、消防本部のトップであり、ハラスメン

ト対策について最終的な責任を負う消防長自らが「ハラスメントは許さな

い」という意志を明確にし、その内容を消防本部内に浸透させていく必要が

あることから、職員が表明された消防長の意志を認知し理解できるよう、

様々な機会を捉えてその内容を周知徹底することが重要である。 

    また、消防長の意志表明が人事異動後も途切れることがないよう、新消防

長による意思表明を遅滞なく実施することに留意する必要がある。 

（２）ハラスメント等撲滅推進会議 

    ハラスメント等撲滅推進会議において対応策を検討するに当たっては、管

理職員やハラスメント対策担当課のみならず、消防本部内の各所属の意見等

を踏まえることが効果的であると考えられることから、各所属の職員を会議

の構成員に加えるなど消防本部横断的な体制を確保することが重要である。 

    また、他の組織の参考となる取組など外部の知見を取り入れた効果的な対

応策を検討するため、外部有識者を活用することも有効である。 

（３）懲戒処分の厳格化 

    ハラスメントの抑止力を高めるためには、職員がハラスメントの定義につ

いて理解し自身の言動を律することが重要であることから、ハラスメントの

定義を含めた懲戒処分の基準・懲戒処分の公表基準を策定するとともに、策

定した懲戒処分の基準・懲戒処分の公表基準を職員に周知徹底することが重

要である。 

（４）職員の気付きを促す取組 

    ハラスメントを未然に防止し、また、ハラスメントやその予兆を早期に覚

知し、深刻化する前に適切に対応できるようにするためには、ハラスメント

に関する相談や事案の有無にかかわらず、職員の気付きを促すことを目的と

したアンケート、セルフチェック、個人面談等を定期的に実施することが重

要である。 

    また、消防本部内のハラスメントの有無等の実態を職員が認知すること

で、自身の言動を律するきっかけの一つになると考えられることから、ハラ

スメントの抑止に向け、アンケート結果等を職員に周知することも有効であ

る。



 

              
（※）「明るい職場応援団」（厚生労働省ＨＰ）において掲載されている、ハラスメントの定義や裁判例等を参考とすることも考えられる。 

 

【「明るい職場応援団」（厚生労働省ＨＰ）】 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/worry/index 
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（５）その他の取組 

    どのような言動がハラスメントに該当するのか、職員が具体的なイメージ

を持って理解できるようにするため、他の消防本部の事例も含め、ハラスメ

ント認定事例や懲戒処分事例等（※）を職員に周知することが重要である。 

組織としてハラスメントに適切に対応していくためには、管理職員や上司

の立場にある者が責任を持ってハラスメントの防止等に取り組むことが重要

であることから、例えば、昇任試験の評価項目としてハラスメントに関する

知見等を盛り込むことなども考えられる。 

    ハラスメント対策の強化に向けた検討を行うに当たっては、全国の消防本

部で取り組まれている対策の内容や対策を実施したことによる奏功事例を参

考とすることが効果的であると考えられることから、消防本部間でハラスメ

ント対策事例を相互に共有することも重要である。 

 

２ ハラスメントの早期発見・早期介入のための取組 

（１）ハラスメント等の対応策に関する内部規程の策定 

    ハラスメントの未然防止やハラスメントの早期解決につなげていくために

は、ハラスメントに対する消防本部としての対応策を明確にし、職員が必要

に応じて活用できるようにする必要があることから、ハラスメントを受けた

者やハラスメントを見聞きした者等が対応策を認知し活用できるよう、策定

したハラスメント等の対応策に関する内部規程を職員に周知徹底することが

重要である。 

（２）ハラスメント等通報制度の確立・ハラスメント相談窓口の設置 

    通報制度の確立や相談窓口の設置は、最も基本的かつ重要なハラスメント

対策の一つであり、通報制度・相談窓口の活用促進に向け、職員への周知を

徹底することが重要である。 

    また、通報制度や相談窓口が十分に機能するためには、公正性・専門性が

高く、通報・相談しやすい窓口対応を実施することが重要であることから、

ハラスメントに関する知見を有する第三者を活用することや年齢、性別など

多様な属性の窓口員を配置することが効果的であるほか、窓口員として内部

職員を配置する場合には、窓口対応を行う職員の専門的知見・対応能力を養

成する研修等を実施することも有効である。 

加えて、消防本部単独での通報制度の確立や相談窓口の設置が困難な場合

などの対応として、所属する市町村や都道府県、他の消防本部と連携・協力

し通報制度の確立や相談窓口の設置に取り組むことも考えられる。 
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３ ハラスメントの再発防止のための取組 

研修等 

   ハラスメントを防止するためには、ハラスメントに関する正しい知識を身に

つけ、職員間で認識を共有することが必要であるため、ハラスメントに関する

相談や事案の有無にかかわらず、研修や職場ミーティング等を継続的に実施す

ることが重要である。 

   また、職員が自身の職位等に応じハラスメントを防ぐための役割を理解し、

実行できるようにするため、年代別や階層別で研修、職場ミーティング等を実

施することも重要である。特に、ハラスメントの防止に率先して取り組むべき

立場にあるとともに、ハラスメントの行為者にもなりやすい管理職員に対して

は、部下職員への指導やマネジメントスキルの向上のための研修等を実施する

ことが重要である。 

   加えて、職員間での適切かつ活発なコミュニケーションは、風通しの良い職

場づくりにつながり、コミュニケーショントラブルによる離職やメンタルヘル

ス不調の発生を防止するとともに、ハラスメントの防止やハラスメントを受け

た際の適切な対応にも役立つと考えられることから、職員のコミュニケーショ

ンスキルの向上のための研修等を実施することも効果的である。 
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消防本部における女性活躍推進に関する検討会 開催経過 
 

 

開催回 開催日 議題 

第１回 令和７年４月 21日 

・女性消防吏員の活躍推進に関する現状 

・検討の方向性及び今後の開催予定 

・消防本部、消防学校及び女性消防吏員等に 

対する調査 

第２回 令和７年６月 25日 

・女性消防吏員活躍推進に関する調査の結果等 

・女性活躍推進の事例紹介 

・現役女性消防吏員との意見交換 

第３回 令和７年７月７日 
・ハラスメント対策に関する調査の結果等 

・ハラスメント対策の事例紹介 

第４回 令和７年８月 18日 

・ハラスメント対策に関する調査結果 

・女性消防吏員の比率に関する共通目標 

・検討会報告書の骨子（案） 

第５回 令和７年 11月 28日 

・女性消防吏員の比率に関する目標の考え方 

・消防本部における女性活躍推進に関する 

検討会報告書（案） 
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消防本部における女性活躍推進に関する検討会 構成員名簿 
（五十音順：敬称略） 

 

 

座長  中澤 真弓  日本体育大学保健医療学部救急医療学科 教授 

構成員 間 浩高   松山市消防局 総務課長 

構成員 蟹 博文   豊田市消防本部 総務課長 

構成員 鈴木 亜弥子 川口市消防局 理事兼南消防署長 

構成員 巽 真理子  大阪公立大学 ダイバーシティ研究環境研究所 

客員准教授 

ひとケア・ワーク Lab. 主宰 

構成員 鶴見 純   東京消防庁 職員課長（～令和７年９月 30日） 

構成員 野口 深雪  相模原市消防局 南消防署長 

構成員 増田 直毅  プラッサ法律事務所 弁護士 

全国消防長会 顧問弁護士 

構成員 松崎 優佳  （一社）日本産業カウンセラー協会 本部理事 

構成員 松本 和晃  佐賀広域消防局 副局長兼総務課 

構成員 三戸 敦裕  東京消防庁 職員課長（令和７年 10月１日～） 
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女性消防吏員活躍推進に関する調査（消防本部向け）結果 
 

問１ 令和６年度に採用試験を実施し、かつ、採用試験の応募者数を回答することができる消防本

部に伺います。貴消防本部における令和６年度採用試験の応募者数を回答してください。 
（※）男女別の人数を把握していない場合は、③として回答。以下、問２～問４も同じ。 

 

   ①男性 ３７，４４６人 

   ②女性  ２，３５８人 

   ③総数  ６，５０４人 

 

問２ 令和６年度に採用試験を実施し、かつ、採用試験の受験者数を回答することができる消防本

部に伺います。貴消防本部における令和６年度採用試験の受験者数を回答してください。 

 

   ①男性 ３１，３５４人 

   ②女性  １，９３０人 

   ③総数  ４，６１７人 

 

問３ 令和６年度に採用試験を実施し、かつ、採用試験の合格者数を回答することができる消防本

部に伺います。貴消防本部における令和６年度採用試験の合格者数を回答してください。 

 
   ①男性 ５，９８８人 

   ②女性   ６１６人 

   ③総数   ４３０人 

 

問４ 令和６年度に採用試験を実施し、かつ、採用試験による採用者数を回答することができる消

防本部に伺います。貴消防本部における令和６年度採用試験による採用者数を回答してくだ

さい。 

 
   ①男性 ５，１１４人 

   ②女性   ４８０人 

   ③総数   ２７８人 

 

問５ 貴消防本部において、直近に実施した採用試験における年齢要件を回答してください。 

 

①大学卒業程度        ②専門学校卒業程度      ③高校卒業程度 

   ・２２歳    １本部    ・２０歳    ２本部    ・１８歳    １本部 

   ・２３歳    ４本部    ・２１歳   １０本部    ・１９歳    ５本部 

   ・２４歳   ２７本部    ・２２歳   １１本部    ・２０歳   １２本部 

   ・２５歳   ８９本部    ・２３歳   ２６本部    ・２１歳   ７３本部 

   ・２６歳   ６０本部    ・２４歳   ３６本部    ・２２歳   ３１本部 

   ・２７歳   ５７本部    ・２５歳   ６２本部    ・２３歳   ３９本部 

   ・２８歳   ６５本部    ・２６歳   ４１本部    ・２４歳   ６６本部 

   ・２９歳   ７３本部    ・２７歳   ３９本部    ・２５歳  １１２本部 

   ・３０歳   ６２本部    ・２８歳   ３９本部    ・２６歳   ５６本部 

   ・３１歳以上 １８本部    ・２９歳   ３８本部    ・２７歳   ５７本部 

                  ・３０歳   ３５本部    ・２８歳   ４５本部 

                  ・３１歳以上 １２本部    ・２９歳   ５８本部 

                                 ・３０歳   ７５本部 

                                 ・３１歳以上 ２０本部 

   ④年齢要件を設けていない １２本部 
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問６ 貴消防本部において、経験者採用区分、再採用区分又は女性採用区分を設けた採用試験を実

施していますか。 

（N=720） 

 

   ①実施している   ７９本部（１１．０％） 

   ②実施していない ６４１本部（８９．０％） 

 

問７ 問 6 で①と回答した消防本部に伺います。経験者採用区分、再採用区分又は女性採用区分の

うち、どの採用区分を設けていますか。（複数回答可） 

（N=81） 

 

   ①経験者採用区分 ７０本部 

   ②再採用区分    ６本部 

   ③女性採用区分   ５本部 

 

問８ 貴消防本部において、女性の受験者及び採用者を確保するためにどのような取組を実施して

いますか。（複数回答可） 

（N=2,297） 

 

   ①採用募集に関するポスター・リーフレット・チラシの制作 ３３４本部（１４．６％） 

   ②職業紹介や女性消防吏員のＰＲに関する動画の制作    １５７本部（ ６．８％） 

   ③消防本部主催の採用説明会の実施            １７３本部（ ７．５％） 

   ④消防本部主催の職業体験イベントの実施         １５１本部（ ６．６％） 

   ⑤市町村や警察等の他の官庁が主催する採用説明会への参加 ３１５本部（１３．７％） 

   ⑥民間企業が主催する採用説明会への参加         １４６本部（ ６．４％） 

   ⑦採用や職業紹介に関する情報を掲載したＨＰの作成    ３０９本部（１３．５％） 

   ⑧高校・専門学校・大学における説明会や講義の実施    ３４１本部（１４．８％） 

   ⑨採用試験合格者に対する業務説明会の実施        １２１本部（ ５．３％） 

   ⑩採用試験合格者との面談の実施              ４４本部（ ２．０％） 

   ⑪採用試験合格者向けの相談窓口の設置           ２６本部（ １．１％） 

   ⑫その他                         ６１本部（ ２．７％） 

   ⑬実施していない                    １１９本部（ ５．２％） 

 

問９ 貴消防本部において、令和６年度中に自己都合（勧奨退職を除く）により離職した消防吏員は

いますか。 

（N=720） 

 

   ①いる  ５９１本部（８２．１％） 

   ②いない １２９本部（１７．９％） 

 

問 10 問９で①と回答した消防本部に伺います。離職した消防吏員数を、離職時点の勤続年数別に

回答してください。 

（N=2,429） 

 

   ①５年未満       ６９６人（２８．７％） 

   ②５年以上１０年未満  ５５７人（２２．９％） 

   ③１０年以上１５年未満 ３２９人（１３．５％） 

   ④１５年以上２０年未満 １８１人（ ７．５％） 

   ⑤２０年以上２５年未満  ８６人（ ３．５％） 

   ⑥２５年以上３０年未満  ７９人（ ３．３％） 

   ⑦３０年以上      ５０１人（２０．６％） 
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問 11 問９で①と回答した消防本部に伺います。離職した消防吏員の離職理由を、離職時点の勤続年

数別に回答してください。 

 

①５年未満（N=696）                ②５年以上１０年未満（N=557）         

・転職（他の消防本部） １０２人（１４．７％）  ・転職（他の消防本部） ８９人（１６．０％） 

・転職（行政機関）    ３４人（ ４．９％）  ・転職（行政機関）   ３３人（ ５．９％） 

・転職（民間企業）   ２４９人（３５．８％）  ・転職（民間企業）  ２５２人（４５．２％） 

・進学・海外留学     ２４人（ ３．４％）  ・進学・海外留学    ２１人（ ３．８％） 

・婚姻等に伴う転居     ４人（ ０．６％）  ・婚姻等に伴う転居    ５人（ ０．９％） 

・出産・育児        ０人         ・出産・育児       ２人（ ０．３％） 

・介護          １１人（ １．６％）  ・介護          ６人（ １．１％） 

・病気・怪我       ２６人（ ３．７％）  ・病気・怪我      １４人（ ２．６％） 

・その他・不明      ２４６人（３５．３％） ・その他       １３５人（２４．２％） 

 

③１０年以上１５年未満（N=329）          ④１５年以上２０年未満（N=181） 

・転職（他の消防本部） ２４人（ ７．３％）   ・転職（他の消防本部）  １人（ ０．６％） 

・転職（行政機関）   ３０人（ ９．１％）   ・転職（行政機関）   １０人（ ５．５％） 

・転職（民間企業）  １６３人（４９．６％）   ・転職（民間企業）   ９２人（５０．８％） 

・進学・海外留学     ２人（ ０．６％）   ・進学・海外留学     ２人（ １．１％） 

・婚姻等に伴う転居    ２人（ ０．６％）   ・婚姻等に伴う転居    ２人（ １．１％） 

・出産・育児       ２人（ ０．６％）   ・出産・育児       ４人（ ２．２％） 

・介護          ３人（ ０．９％）   ・介護          ０人 

・病気・怪我       ８人（ ２．４％）   ・病気・怪我       ４人（ ２．２％） 

・その他        ９５人（２８．９％）   ・その他        ６６人（３６．５％） 

 

⑤２０年以上２５年未満（N=86）          ⑥２５年以上３０年未満（N=79） 

・転職（他の消防本部） １人（ １．２％）    ・転職（他の消防本部）  ２人（ ２．５％） 

・転職（行政機関）   ９人（１０．５％）    ・転職（行政機関）    ５人（ ６．３％） 

・転職（民間企業）  ３７人（４３．０％）    ・転職（民間企業）   ２２人（２７．９％） 

・進学・海外留学    ３人（ ３．５％）    ・進学・海外留学     １人（ １．３％） 

・婚姻等に伴う転居   ０人           ・婚姻等に伴う転居    ０人 

・出産・育児      ０人           ・出産・育児       ０人 

・介護         ２人（ ２．３％）    ・介護          ２人（ ２．５％） 

・病気・怪我      ５人（ ５．８％）    ・病気・怪我       ６人（ ７．６％） 

・その他       ２９人（３３．７％）    ・その他        ４１人（５１．９％） 

 

⑦３０年以上（N=501） 

・転職（他の消防本部） ２５人（ ５．０％） 

・転職（行政機関）  １２７人（２５．４％） 

・転職（民間企業）    ０人 

・進学・海外留学     ０人 

・婚姻等に伴う転居    ０人 

・出産・育児       ９人（ １．８％） 

・介護         ２４人（ ４．８％） 

・病気・怪我     ３１６人（６３．０％） 

・その他         ０人 
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問 12 貴消防本部において、所属する消防吏員の離職を防止するためにどのような取組を実施して

いますか。 

（N=1,371） 

 

   ①若手職員を対象とした離職防止に関する研修会の開催   ２６本部（ １．９％） 

②管理職員を対象とした離職防止に関する研修会の開催   ６７本部（ ４．９％） 

③管理職員等による面談の実施             ３４６本部（２５．２％） 

④職場ミーティング・グループディスカッションの実施   ６７本部（ ４．９％） 

⑤手当の見直しや資格取得補助制度の導入及び充実    ２０２本部（１４．７％） 

⑥休暇・休業の取得促進や福利厚生の充実        ３５６本部（２６．０％） 

⑦採用試験合格者に対する業務説明会の開催や面談の実施 １０９本部（ ８．０％） 

⑧その他                        ３２本部（ ２．３％） 

⑨実施していない                   １６６本部（１２．１％） 

 

問 13 問 12 で①～⑧と回答した消防本部に伺います。①～⑧の取組のほかに、新たに実施を予定

している取組や実施を検討している取組があれば回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・施設・装備・被服の整備 

   ・離職防止に関する研修会の実施 

   ・職員の増員による業務負担の軽減 

   ・職員交流会の開催やミーティングの実施 

・メンター制度・相談員制度の導入 

・若手職員を中心としたハラスメント委員会の設置 

 

問 14 問 12 で⑨と回答した消防本部に伺います。今後実施を予定している取組や実施を検討して

いる取組があれば回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・資格取得補助制度の充実 

   ・働きやすい職場環境改善の整備 

   ・職場改善委員会の開催 

・キャリアデザイン研修の実施 

 

問 15 貴消防本部において、所属する女性消防吏員の働きやすい職場環境を整備するためにどの

ような取組を実施していますか。以下の選択肢から回答してください。（複数回答可） 

（N=1,248） 

 

①女性専用施設の整備              ６２０本部（４９．７％） 

②緊急参集時等に利用できる一時託児制度の導入    ２本部（ ０．２％） 

③メンター制度の導入               ６２本部（ ５．０％） 

④テレワーク制度、フレックス・タイム制度の導入 １０９本部（ ８．７％） 

⑤出産、育児等を考慮した人事配置の実施     ３６５本部（２９．２％） 

⑥その他                     ３１本部（ ２．５％） 

   ⑦実施していない                 ５９本部（ ４．７％） 
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問 16 問 15 で①～⑥と回答した消防本部に伺います。①～⑥の取組のほかに、新たに実施を予定

している取組や実施を検討している取組があれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・女性消防吏員と幹部職員との座談会の実施 

   ・女性消防吏員限定の食事会や意見交換会の開催 

   ・女性職員で構成するワークショップの開催 

   ・日勤救急隊や時短予防課員への配置 

・女性職員を起用した女性就職サポーター制度の導入の検討 

 

問 17 問 15 で⑦と回答した消防本部に伺います。今後実施を予定している取組や実施を検討して

いる取組があれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・女性専用施設の整備 

   ・消防庁の施策の活用 

 

問 18 貴消防本部において、所属する女性消防吏員が交替制勤務や災害派遣に携わりやすくする

ためにどのような取組を実施していますか。（複数回答可） 

（N=1,055） 

 

①女性専用施設や女性専用設備の整備      ６１５本部（５８．３％） 

②緊急参集時等に利用できる一時託児制度の導入   １本部（ ０．２％） 

③小型化・軽量化資機材の整備          ８７本部（ ８．２％） 

④災害派遣時における宿営用資機材 

（簡易トイレ、更衣・仮眠用テント等）の整備  ７２本部（ ６．８％） 

⑤女性用被服の整備              １８６本部（１７．６％） 

⑥その他                     ９本部（ ０．９％） 

⑦実施していない                ８５本部（ ８．１％） 

 

問 19 問 18 で①～⑥と回答した消防本部に伺います。①～⑥の取組のほかに、新たに実施を予定

している取組や実施を検討している取組があれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・電動ストレッチャーや軽量資機材の導入 

   ・女性専用施設の整備 

   ・更衣、仮眠室テント、簡易トイレ等の災害派遣時における宿営用資機材の整備 

   ・緊急消防援助隊の派遣に関するマニュアルの改訂 

 

問 20 問 18 で⑦と回答した消防本部に伺います。今後実施を予定している取組や実施を検討して

いる取組があれば回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・女性専用施設の整備 

   ・電動ストレッチャーの導入 
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問 21 貴消防本部において、令和７年２月に発生した岩手県大船渡市又は令和７年３月に発生し

た愛媛県今治市における林野火災に対し、緊急消防援助隊の隊員として派遣した消防吏員の

人数を回答してください。 
（※）①又は②で同一の消防吏員を複数回派遣した場合は、１人として計上。以下、問 22 も同じ。 

 

   ①岩手県大船渡市における林野火災 ８，６９９人 

   ②愛媛県今治市における林野火災    ６１５人 

 

問 22 問 21 で①又は②に人数を記載した消防本部に伺います。緊急消防援助隊の隊員として派遣

した消防吏員のうち、女性消防吏員の人数を回答してください。 

 

①岩手県大船渡市における林野火災 ５１人 

②愛媛県今治市における林野火災   １人 

 

問 23 問 21 で①又は②に人数を記載いただいた消防本部に伺います。派遣した女性消防吏員の任

務（配置部隊）を全て回答してください。 

 

岩手県大船渡市における林野火災      愛媛県今治市における林野火災 

   ①統括指揮支援隊    ３人       ①統括指揮支援隊    ０人 

②指揮支援隊      ０人       ②指揮支援隊      ０人 

③都道府県大隊指揮隊  ６人       ③都道府県大隊指揮隊  ０人 

④消火小隊       ９人       ④消火小隊       １人 

⑤後方支援小隊    ２８人       ⑤後方支援小隊     ０人 

⑥航空指揮支援隊    ０人       ⑥航空指揮支援隊    ０人 

⑦航空後方支援小隊   １人       ⑦航空後方支援小隊   ０人 

⑧救急小隊       ３人       ⑧救急小隊       ０人 

⑨航空小隊       １人       ⑨航空小隊       ０人 

 

問 24 貴消防本部において、令和７年２月に発生した岩手県大船渡市又は令和７年３月に発生し

た愛媛県今治市における林野火災に対し、女性消防吏員を派遣しなかった（できなかった）

理由を回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

・派遣先の宿営環境が整っていなかったため、女性消防吏員を派遣できなかった 

・県隊として宿営地や後方支援等の女性が活動する際のマニュアル等が整備されていないため 

・女性を派遣するための資機材がないため 

・勤続年数が少なく経験不足のため 
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女性消防吏員活躍推進に関する調査（女性消防吏員向け）結果 
 

問１ あなたの現在の年齢を回答してください。 

（N=603） 

 

   ①１０代  １６人（ ２．６％） 

   ②２０代 ２４３人（４０．３％） 

   ③３０代 １７３人（２８．７％） 

   ④４０代 １２７人（２１．１％） 

   ⑤５０代  ４３人（ ７．１％） 

   ⑥６０代   １人（ ０．２％） 

 

問２ あなたの現在の階級を回答してください。 

（N=603） 

 

   ①消防士   １７８人（２９．５％） 

②消防副士長  ８７人（１４．４％） 

③消防士長  １５９人（２６．４％） 

④消防司令補 １２５人（２０．７％） 

⑤消防司令   ４６人（ ７．６％） 

⑥消防司令長   ７人（ １．２％） 

⑦消防監     １人（ ０．２％） 

 

問３ あなたの現在の勤務形態を回答してください。 

（N=603） 

 

   ①毎日勤務  ２９３人（４８．６％） 

②交替制勤務 ３１０人（５１．４％） 

 

問４ あなたの現在の担当業務を回答してください。 

（N=603）（※）複数の業務を兼務している場合は、主たる担当業務を回答。 

 

   ①総務（庶務）  ７７人（１２．８％） 

②予防     １３６人（２２．５％） 

③警防      ４３人（ ７．１％） 

④消防隊     ９５人（１５．８％） 

⑤救急隊    １４５人（２４．０％） 

⑥救助隊      ３人（ ０．５％） 

⑦指揮隊     ２４人（ ４．０％） 

⑧通信指令員   １８人（ ３．０％） 

⑨その他     ６２人（１０．３％） 
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問５ あなたが初めて消防士になることを志した時期を以下の選択肢から回答してください。 

 （N=603） 

 

   ①未就学児  １３人（ ２．２％） 

②小学生   ４４人（ ７．３％） 

③中学生   ５０人（ ８．３％） 

④高校生  ２０２人（３３．５％） 

⑤専門学生  ７３人（１２．１％） 

⑥大学生  １４９人（２４．７％） 

⑦大学院生   ６人（ １．０％） 

⑧社会人   ６６人（１０．９％） 

 

問６ あなたが初めて消防士になることを志したきっかけを回答してください。（複数回答可） 

（N=782） 

 

   ①家族に消防関係者がいた                ９０人（１１．５％） 

②友人・知人に消防関係者がいた            １０２人（１３．１％） 

③消防士が働いている姿を実際に見た          ２０２人（２５．８％） 

④業務内容の紹介や採用募集など、 

消防に関するポスター・リーフレット・チラシ等を見た １０１人（１２．９％） 

⑤業務内容の紹介や採用募集など、 

消防に関する動画やＨＰに掲載されている情報を見た   ５２人（ ６．７％） 

⑥消防に関するドラマやテレビ番組を見た         ８７人（１１．１％） 

⑦その他                       １４８人（１８．９％） 

 

問７ あなたが、効果的な採用広報が実施できると感じる媒体を回答してください。（複数回答可）  

（N=1,215） 

 

   ①ポスター       ２１０人（１７．３％） 

②リーフレット・チラシ １２９人（１０．６％） 

③ＳＮＳ        ５３６人（４４．１％） 

④ＨＰ         ２６４人（２１．７％） 

⑤その他         ７６人（ ６．３％） 

 

問８ あなたが現在所属している消防本部の採用試験を受験した際の併願状況を回答してくださ

い。（複数回答可） 

（N=929） 

 

   ①他の消防本部の消防吏員        ３４３人（３６．９％） 

②自治体職員（消防以外）         ８３人（ ８．９％） 

③警察官                １９７人（２１．２％） 

④自衛官                 ７１人（ ７．７％） 

⑤海上保安官               ２２人（ ２．４％） 

⑥刑務官                 １９人（ ２．０％） 

⑦民間企業                ６８人（ ７．３％） 

⑧現在勤務している消防本部のみ（単願） １０７人（１１．５％） 

⑨その他                 １９人（ ２．１％） 
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問９ あなたは就職前と就職後で勤務している消防本部やその業務についてギャップを感じました

か。 

（N=603） 

 

   ①感じた                ３３１人（５４．９％） 

②感じなかった（イメージどおりだった） ２７２人（４５．１％） 

 

問 10 問９で①と回答した方に伺います。何に対してギャップを感じたのか以下の選択肢から回

答してください。 

（N=331） 

 

   ①業務に関すること           ２０７人（６２．６％） 

   ②施設や設備に関すること         ５０人（１５．１％） 

   ③給与に関すること            １２人（ ３．６％） 

   ④休暇・休業制度や福利厚生に関すること  １５人（ ４．５％） 

   ⑤上記以外に関すること          ４７人（１４．２％） 

 

問 11 問 10 で回答した内容について、具体的にどのようなギャップを感じたのか回答してくださ

い。 
（※）主な回答を列挙 

 

①業務に関すること 

   ・現場活動や訓練が中心だと思っていたが、事務作業の幅が広く驚いた 

・交替制勤務等において、女性の携わりづらさを感じる 

②施設や設備に関すること 

・仮眠室や浴室など、女性専用施設の整備が十分でない 

（整備されていても、古く利便性に欠ける） 

③給与に関すること 

・想像よりも給与が少なく、職務の内容に見合っていないと感じる 

④休暇・休業制度や福利厚生に関すること 

・想像よりも休暇制度が充実していたが、人員が少なく休暇を取得しづらい 

⑤その他 

・女性職員と共に勤務することについて男性職員が理解する必要がある 

 

問 12 あなたの現在の担当業務は、あなたが従事することを希望している業務と一致しています

か。 

（N=603） 

 

   ①一致している  ４７７人（７９．１％） 

   ②一致していない １２６人（２０．９％） 
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問 13 問 12 で②と回答した方に伺います。あなたが従事することを希望している業務を回答して

ください。 

（N=126） 

 

   ①総務（庶務） １０人（ ７．９％） 

②予防     １０人（ ７．９％） 

③警防     １１人（ ８．７％） 

④消防隊    １５人（１１．９％） 

⑤救急隊    ４８人（３８．１％） 

⑥救助隊     ４人（ ３．２％） 

⑦指揮隊     ４人（ ３．２％） 

⑧通信指令員   ３人（ ２．４％） 

⑨その他    ２１人（１６．７％） 

 

問 14 あなたは所属する消防本部で定年まで働きたいと思いますか。 

（N=603） 

 

   ①働きたいと思う   ３３２人（５５．１％） 

   ②働きたいと思わない ２７１人（４４．９％） 

 

問 15 問 14 で②と回答した方に伺います。定年まで働きたいと思わない理由を回答してくださ

い。 

（N=271） 

 

①体力的に困難だと感じるから                 ９５人（３５．１％） 

②出産、育児、介護等、家庭と仕事との両立が困難だと感じるから ６２人（２２．９％） 

③他の職種に魅力を感じるから                 ４５人（１６．６％） 

④その他                           ６９人（２５．４％） 

 

問 16 あなたは昇任したいと思いますか。 

（N=603） 

 

   ①したいと思う   ３４３人（５６．９％） 

   ②したいと思わない ２６０人（４３．１％） 

 

問 17 問 16 で①と回答した方に伺います。あなたは管理職員になるまで昇任したいと思います

か。 

（N=343）（※）管理職員とは、管理職手当を支給されている職員をいう。 

 

   ①したいと思う    １３７人（３９．９％） 

   ②したいと思わない  １９１人（５５．７％） 

   ③既に管理職員である  １４人（ ４．１％） 

   ④無回答         １人（ ０．３％） 
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問 18 問 17 で②と回答した方に伺います。管理職員になるまで昇任したいと思わない理由を回答

してください。（複数回答可） 

（N=720） 

 

   ①職務上の責任が重くなるから            １３１人（１８．２％） 

②時間外勤務が増えるから               ３６人（ ５．０％） 

③仕事と家庭の両立が難しそうだから         １２４人（１７．２％） 

④現状の階級や役職に不満がないから          ８２人（１１．４％） 

⑤上司の姿を見ていると昇任に魅力を感じないから   １４１人（１９．６％） 

⑥管理側ではなく、実務者として業務に従事したいから １７０人（２３．６％） 

⑦現在の勤務場所から異動したくないから        １１人（ １．５％） 

⑧その他                       ２５人（ ３．５％） 

 

問 19 あなたが現在の職場で勤務する上で働きやすさを感じていない理由を回答してください。

（複数回答可） 

（N=314） 

 

   ①女性専用施設が十分に整備されていない              ５６人（１７．８％） 

②テレワーク制度、フレックス・タイム制度が導入されていない     

（導入されているが利用しづらい） ３８人（１２．１％） 

③メンター制度が導入されていない（導入されているが利用しづらい） １９人（ ６．１％） 

④休暇・休業が取得しづらい                    ４０人（１２．７％） 

⑤出産や育児等の支援制度が導入されていない 

（導入されているが利用しづらい） １７人（ ５．４％） 

⑥人事配置において出産や育児等の事情を考慮してくれない      ２０人（ ６．４％） 

⑦女性用被服が導入されていない 

（導入されているが十分に整備されていない） １４人（ ４．５％） 

⑧小型化・軽量化資機材が導入されていない 

（導入されているが十分に整備されていない） ４３人（１３．７％） 

⑨災害派遣時における宿営用資機材（簡易トイレ、 

更衣・仮眠用トイレ等）が導入されていない 

（導入されているが十分に整備されていない） ４６人（１４．６％） 

⑩その他                             ２１人（ ６．７％） 

 

問 20 あなたが所属する消防本部が緊急消防援助隊を派遣する場合、隊員としての派遣を希望し

ていますか。 

（N=603） 

 

   ①希望している  ２５０人（４１．５％） 

   ②希望していない ３５３人（５８．５％） 

 

問 21 問 20 で②と回答した方に伺います。緊急消防援助隊員としての派遣を希望していない理由

を以下の選択肢から回答してください。（複数回答可） 

（N=570） 

 

①育児等の事情                １４９人（２６．２％） 

②宿営環境に不安がある            １４１人（２４．７％） 

③災害活動の経験がない（ほとんどない）ため、 

自身の能力に不安がある           １５３人（２６．８％） 

④体調面等に不安がある             ７９人（１３．９％） 

⑤その他                    ４８人（ ８．４％）
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問 22 あなたが、女性の受験者や採用者を確保するために必要だと思う取組があれば回答してく

ださい。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・対面による広報（職業説明会、職場体験会、庁舎見学会、学校への出前講座など）の実施 

・働きやすい職場環境づくり（テレワーク、フレックス・タイム、休暇・休業制度の利用しや 

すい環境づくり、女性専用施設の整備など）と取組内容の対外的なＰＲ 

・女性消防吏員の活躍している姿やロールモデルとなる女性消防吏員の対外的なＰＲ 

 

問 23 あなたが、女性消防吏員が意欲ややりがいをもって働き続けるために必要だと思う取組が

あれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・働きやすい職場環境づくり（フレックス・タイム、テレワーク、休暇・休業制度の利用しや 

すい環境づくりなど） 、出産、育児等の事情を考慮した業務配分の調整や人事配置の実施 

・性別にかかわらず、本人の意欲や能力に基づいた人事配置や人事評価の実施 

・日勤救急隊の導入 

・緊急消防援助隊等における積極的な女性消防吏員の派遣 

 

問 24 あなたが、女性消防吏員の働きやすい職場環境を整備するために必要だと思う取組があれ

ば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・女性専用施設の整備の推進 

・働きやすい職場環境づくり（フレックス・タイム、テレワーク休暇・休業制度の利用しやすい 

環境づくりなど）  

・出産、育児等の事情を考慮した業務配分の調整や人事配置の実施 

・小型化・軽量化資機材や災害派遣時に使用する宿営用資機材の導入 

・ハラスメント対策の強化 

・緊急時に利用することができる託児サービスの導入 
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ハラスメント対策に関する調査（消防本部向け）結果 
 

問１ 貴消防本部において、現消防長がハラスメント等を撲滅するための意志表明を実施していま

すか。 

（N=720） 
（※１）ハラスメント等とは、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント等のハラスメントやその他の不祥事のことをいう。 

（※２）意志表明とは、文書による通知、幹部職員に対する口頭訓示等、その形式を問わず、消防長が自身の所属する消防本部においてハラス

メント等を撲滅するという意志表明をすることをいう。 

（※３）ハラスメント等の撲滅に向けては、現消防長がハラスメント等を撲滅するという意志を明確化していることが重要であるため、現消防

長が意志表明をしている場合に限り①と回答。 

 

   ①実施している  ７０９本部（９８．５％） 

   ②実施していない  １１本部（ １．５％） 

 

問２ 問１で①と回答した消防本部に伺います。現消防長がハラスメント等を撲滅するための意志

表明を実施したことで、ハラスメント等の撲滅に関して効果はありましたか。 

（N=709） 

 

   ①効果があった    ２７０本部（３８．１％） 

②効果がなかった     ４本部（ ０．６％） 

③どちらともいえない ４３５本部（６１．３％） 

 

問３ 問１で②と回答した消防本部に伺います。現消防長が意志表明を実施していない理由を回答

してください。 

（N=11） 

 

   ①過去に在任していた消防長が意志表明を実施しているため、 

    現消防長が改めて意志表明を実施していない        １０本部（９０．９％） 

   ②職員専用ＨＰに掲載し、通年で宣言している         １本部（ ９．１％） 

 

問４ 貴消防本部において、ハラスメント等の対応策に関する内部規程を策定していますか。 

（N=720）（※）市区町村部局（組合構成市町村の部局を含む）の内部規程に準じている場合は、連名で内部規程を策定している場合や、市区町村部局の策定した

内部規程に準じる旨の規程の策定や通知等の発出をしている場合に限り①と回答。 
 

   ①策定している  ７０５本部（９７．９％） 

   ②策定していない  １５本部（ ２．１％） 

 

問５ 問４で①と回答した消防本部に伺います。内部規程を策定したことで、ハラスメント等の撲

滅に関して効果はありましたか。 

（N=705） 

 

   ①効果があった    １９９本部（２８．２％） 

②効果がなかった     ６本部（ ０．９％） 

③どちらともいえない ５００本部（７０．９％） 

 

問６ 問４で②と回答した消防本部に伺います。内部規程を策定していない理由を回答してくださ

い。 

（N=15） 

 

   ①市区町村部局で内部規程を策定していないことから、 

    消防本部としても内部規程を策定していない     １１本部（７３．４％） 

   ②策定に向け検討中                  ２本部（１３．３％） 

   ③他の取組によりハラスメント対策を実施している    ２本部（１３．３％） 
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問７ 問４で①と回答した消防本部に伺います。策定した内部規程の周知方法を以下の選択肢から

回答してください。（複数回答可） 

（N=774） 

 

①例規集に掲載している             ３３７本部（４３．５％） 

②市区町村や消防本部のＨＰに掲載している    １０８本部（１４．０％） 

③製本等をし、消防本部内の全所属に配付している １１１本部（１４．３％） 

④その他                    ２０５本部（２６．５％） 

⑤周知していない                 １３本部（ １．７％） 

 

問８ 貴消防本部において、ハラスメント等を撲滅するための具体的な取組について議論を行う会

議（ハラスメント等撲滅推進会議）を設置していますか。 

（N=720） 

 

   ①設置している  ６５２本部（９０．６％） 

   ②設置していない  ６８本部（ ９．４％） 

 

問９ 問８で①と回答した消防本部に伺います。会議の参加者を回答してください。（複数回答

可） 

（N=698）（※）管理職員とは、管理職手当を支給されている職員をいう。 

 

①消防職員のみ（管理職員を除く）  ２４本部（ ３．４％） 

②消防職員のみ（管理職員を含む） ５７６本部（８２．５％） 

③外部有識者            ３２本部（ ４．６％） 

④その他              ６６本部（ ９．５％） 

 

問 10 問８で①と回答した消防本部に伺います。会議を開催した結果、実施することとなった取

組はありますか。 

（N=652） 

 

   ①実施した取組がある ２４０本部（３６．８％） 

   ②実施した取組はない ４１２本部（６３．２％） 

 

問 11 問 24 で①と回答した消防本部に伺います。実施することとなった取組の内容を回答してく

ださい。 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・アンケート、セルフチェックの実施 

・ハラスメントに関する意見箱の設置 

・ハラスメント防止研修の実施、参加 

・アサーティブコミュニケーションの励行 

・相談員制度、通報窓口の設置、周知 

・面談、ヒアリングの実施 

 

問 12 問 10 で①と回答した消防本部に伺います。取組を実施したことで、ハラスメント等の撲滅

に関して効果はありましたか。 

（N=652） 

 

   ①効果があった    １１２本部（１７．２％） 

   ②効果がなかった     ０本部 

   ③どちらともいえない ５４０本部（８２．８％）
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問 13 問８で②と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等撲滅推進会議を設置していない

理由を回答してください。 

（N=68） 

 

   ①人的余裕がなく、会議を開催することが困難       １３本部（１９．１％） 

②人事担当課等において対応策を検討しており、 

会議を設置する必要がない               ３２本部（４７．１％） 

③既にハラスメントに対する対策が十分に講じられており、 

会議を設置する必要がない               １５本部（２２．１％） 

   ④その他                         ８本部（１１．７％） 

 

問 14 貴消防本部において、ハラスメント等通報制度を確立していますか。 
（※１）ハラスメント等通報制度とは、消防職員等からハラスメント等が発生したとの通報を受け、必要に応じて事実関係の調査を十分に行

い、関係者の処分等を行う体制のことをいう。 

（※２）ハラスメント等通報制度について、ハラスメントに関する通報を受け付ける旨を要綱等に明記している、通報制度の存在を職員に周知

している等、積極的な取組を行っている場合に限り①と回答。 

（※３）市区町村部局（組合構成市町村の部局を含む）や都道府県において消防職員からの通報にも対応している場合、その旨を消防職員に周

知している場合に限り①と回答。 

 

   ①確立している  ７０８本部（９８．３％） 

②確立していない  １２本部（ １．７％） 

 

問 15 問 14 で①と回答した消防本部に伺います。令和６年度中、消防職員等からハラスメント等

が発生したとの通報がありましたか 

（N=708）（※）把握していた全てのハラスメントについて通報があった場合のみ①と回答。 

 

   ①通報があった              １７５本部（２４．７％） 

②消防本部においてハラスメント等の発生を 

把握していたが通報はなかった       ５５本部（ ７．８％） 

③消防本部においてハラスメント等の発生を 

把握しておらず通報もなかった      ４７７本部（６７．４％） 

   ④無回答                   １本部（ ０．１％） 

 

問 16 問 15 で②と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等通報制度が活用されなかった理

由をどのように分析していますか。 
(※)主な回答を列挙 

 

   ・相談窓口等で早期に覚知したことにより活用されなかったと思われる 

・通報窓口の存在を周知しきれていなかった 

 

問 17 問 15 で①と回答した消防本部に伺います。令和６年度におけるハラスメントの通報件数等

について、以下の①～④にそれぞれ回答してください。 
（※）懲戒処分等とは、懲戒処分及び訓告、厳重注意、説諭、諭旨などの実質的な制裁を伴わない矯正措置をいう。 

 

   ①通報の総件数                            ３８１件 

   ②上記①のうち、ハラスメントに関する通報件数             ２８１件 

   ③上記①のうち、ハラスメント以外に関する通報件数           １００件 

   ④上記②のうち、ハラスメントとして認定され、懲戒処分等が行われた件数 １０３件 
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問 18 問 14 で①と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等に関する通報を受け付ける窓口

（ハラスメント等通報窓口）の形態について回答してください。（複数回答可） 

（N=1,256） （※１）①は、人事担当課（人事課、総務課等）の消防職員が対応を行っている場合に限り選択。 

        （※２）③は、市区町村部局の人事担当課の職員が対応を行っている場合に限り選択。 

        （※３）④は、都道府県の人事担当課の職員が対応を行っている場合に限り選択。 
 

①消防職員が対応する窓口               ５９３本部（４７．２％） 

②市区町村部局の職員が対応する窓口          ３５８本部（２８．５％） 

③都道府県の職員が対応する窓口             ５９本部（ ４．７％） 

④弁護士等の外部の者が対応する窓口           ６１本部（ ４．９％） 

⑤人事委員会又は公平委員会が対応する窓口        ３８本部（ ３．０％） 

⑥女性及び男性の対応者がいる窓口           １３１本部（１０．４％） 

⑦他の市区町村又は他の消防本部と共同運用している窓口   １本部（ ０．１％） 

⑧その他                        １５本部（ １．２％） 

 

問 19 問 18 で⑤と回答した消防本部に伺います。弁護士等の外部の者が対応することで、どのよ

うな効果があったと思いますか。（複数回答可） 

（N=95） 

 

   ①通報しやすい環境づくりにつながった ４０本部（４２．１％） 

②公平性の高い通報対応が可能となった ３４本部（３５．８％） 

③分からない              ４本部（ ４．２％） 

④特に効果があったとは感じない    １７本部（１７．９％） 

 

問 20 問 14 で①と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等通報窓口に通報があり、調査を

実施する必要性が生じた場合の主な調査主体を回答してください。（複数回答可） 

(N=949) 

 

①通報窓口担当者が調査を実施する               ４０４本部（４２．６％） 

②消防本部の人事担当課（通報窓口担当者以外）が調査を実施する ２５４本部（２６．８％） 

③市区町村部局の人事担当課が調査を実施する          １９３本部（２０．３％） 

④弁護士等の外部の者が調査を実施する              １４本部（ １．５％） 

⑤人事委員会又は公平委員会が調査を実施する           ２３本部（ ２．４％） 

⑥その他                            ６１本部（ ６．４％） 

 

問 21 問 20 で④と回答した消防本部に伺います。弁護士等の外部の者が調査を実施することで、 

どのような効果があったと思いますか。（複数回答可） 

（N=33） 

 

①公正性の高い調査が可能となった    １６本部（４８．５％） 

②専門的知見をもって是正措置や 

再発防止策を講じることが可能となった  ８本部（２４．２％） 

③分からない               ２本部（ ６．１％） 

④特に効果があったとは感じない      ７本部（２１．２％） 
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問 22 問 14 で①と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等通報窓口を職員に周知するための

方法を回答してください。（複数回答可） 

（N=1,011） 

 

   ①職員に対して定期的に通知や 

メールを発出することで周知している         ４２８本部（４２．３％） 

②庁舎内にポスターを掲示することで職員に周知している １１１本部（１１．０％） 

③チラシ・リーフレットを作成し 

職員に配付することで周知している           ６０本部（ ５．９％） 

④ハラスメント等に関する講習や 

研修を実施する際に職員に対して周知している     ３２２本部（３１．９％） 

⑤その他                        ７１本部（ ７．０％） 

⑥周知していない                    １９本部（ １．９％） 

 

問 23 問 14 で②と回答した消防本部に伺います。ハラスメント等通報制度を確立していない理由を

回答してください。 

（N=12） 

 

   ①通報に対応する知識や能力のある職員がいない          ３本部（２５．０％） 

②人的余裕がなく、通報窓口を設置することや 

通報のあった事案の調査を実施することができない        ２本部（１６．７％） 

③既にハラスメントを早期に把握できる仕組みを確立しているため、 

通報制度を確立させる必要がない                ３本部（２５．０％） 

④その他                            ４本部（３３．３％） 

 

問 24 問 16 で回答した分析内容を踏まえ、ハラスメント等通報制度の活用に向けた取組を実施し

た場合はその取組の内容を回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

   ・情報管理を徹底していること、通報による不利益事案が発生した場合には厳正な措置をするこ

とを周知した 

・通報窓口の活用しやすさ又は活用しにくい理由について，全職員にアンケートを実施している 

・消防長が全職員に対し再度、ハラスメントの撲滅や通報窓口などについて周知した 

・今後、通報制度の内容を検証する 

 

問 25 貴消防本部において、ハラスメント相談窓口を設置していますか。 

（N=720）（※１）ハラスメント相談窓口とは、消防職員等からハラスメント等に関する相談を受け付け、精神的にサポートする窓口をいう。 

（※２）ハラスメント相談窓口について、ハラスメントに関する相談を受け付ける旨を要綱等に明記している、相談窓口の存在を職

員に周知している等、積極的な取組を行っている場合に限り①と回答。 

（※３）市区町村部局（組合構成市町村の部局を含む）や都道府県において消防職員からの相談にも対応している場合、その旨を消

防職員に周知している場合に限り①と回答すること。 

 

   ①設置している  ７１３本部（９９．０％） 

②設置していない   ７本部（ １．０％） 

 

問 26 問 25 で①と回答した消防本部に伺います。貴消防本部において、令和６年度中、消防職員

等からハラスメントに関する相談がありましたか。 

（N=713）（※）把握していた全てのハラスメントについて相談があった場合のみ①と回答。 
 

①相談があった             ２１０本部（２９．４％） 

②消防本部においてハラスメントの発生を 

把握していたが相談はなかった      ５１本部（ ７．２％） 

③消防本部においてハラスメントの発生を 

把握しておらず相談もなかった     ４５１本部（６３．３％） 

   ④無回答                  １本部（ ０．１％） 
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問 27 問 26 で②と回答した消防本部に伺います。ハラスメント相談窓口が活用されなかった理由

をどのように分析していますか。 
（※）主な回答を列挙 

 

・面談等で早期に覚知したことにより活用されなかったと思われる 

・相談者の特定を恐れたためと思われる 

・通報窓口の存在を周知しきれていなかった 

 

問 28 問 26 で①と回答した消防本部に伺います。令和６年度におけるハラスメントの相談件数等

について、以下の①～④にそれぞれ回答してください。 
（※）懲戒処分等とは、懲戒処分又は訓告、厳重注意、説諭、諭旨などの実質的な制裁を伴わない矯正措置をいう。 
 

   ①相談の総件数                             ４６４件 

   ②上記①のうち、ハラスメントに関する相談件数              ３７６件 

   ③上記①のうち、ハラスメント以外に関する相談件数             ８８件 

   ④上記②のうち、ハラスメント事案として認定され、懲戒処分等が行われた件数 ８６件 

 

問 29 問 25 で①と回答した消防本部に伺います。ハラスメント相談窓口の形態について回答して

ください。（複数回答可） 

（N=1,269）（※１）①は、人事担当課（人事課、総務課等）の消防職員が対応を行っている場合に限り選択。 

（※２）②は、市区町村部局の人事担当課の職員が対応を行っている場合に限り選択。 

（※３）③は、都道府県の人事担当課の職員が対応を行っている場合に限り選択。 

 

①消防職員が対応する窓口               ６２２本部（４９．０％） 

②市区町村部局の職員が対応する窓口          ３３６本部（２６．５％） 

③都道府県の職員が対応する窓口             ６２本部（ ４．９％） 

④臨床心理士等が対応する窓口              ４３本部（ ３．４％） 

⑤産業医が対応する窓口                 ３１本部（ ２．４％） 

⑥女性及び男性の対応者がいる窓口           １４３本部（１１．３％） 

⑦他の市区町村又は他の消防本部と共同運用している窓口   ３本部（ ０．２％） 

⑧その他                        ２９本部（ ２．３％） 

 

問 30 問 29 で④又は⑤と回答した消防本部に伺います。臨床心理士等の外部の者が対応すること

で、どのような効果があったと思いますか。（複数回答可） 

（N=92） 

 

①相談しやすい環境づくりにつながった             ３３本部（３５．９％） 

②相談者に対して専門的知見をもって助言することが可能となった ４６本部（５０．０％） 

③分からない                          ４本部（ ４．３％） 

④特に効果があったとは感じない                 ９本部（ ９．８％） 

 

問 31 問 25 で①と回答した消防本部に伺います。ハラスメント相談窓口を職員に周知するための

方法を回答してください。（複数回答可） 

（N=1,026） 

 

   ①職員に対して定期的に通知や 

メールを発出することで周知している         ４３４本部（４２．３％） 

②庁舎内にポスターを掲示することで職員に周知している １１５本部（１１．２％） 

③チラシ・リーフレットを作成し 

職員に配付することで周知している           ５４本部（ ５．３％） 

④ハラスメント等に関する講習や 

研修を実施する際に職員に対して周知している     ３２３本部（３１．５％） 

⑤その他                        ８４本部（ ８．２％） 

⑥周知していない                    １６本部（ １．５％） 
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問 32 問 25 で②と回答した消防本部に伺います。ハラスメント相談窓口を設置していない理由を

回答してください。 

（N=7） 

 

①相談に対応する知識や能力のある職員がいない          １本部（１４．３％） 

②人的余裕がなく、相談に対応することができない         ２本部（２８．６％） 

③既にハラスメントを早期に把握できる仕組みを確立しているため、 

相談窓口を設置する必要がない                 ３本部（４２．８％） 

④設置に向け検討中                       １本部（１４．３％） 

 

問 33 貴消防本部において、懲戒処分に関する基準（懲戒処分基準）を策定していますか。 

（N=720）（※）市区町村部局（組合構成市町村の部局を含む）の懲戒処分基準を用いている場合は、連名で懲戒処分基準を策定している場合 

や、市町村部局の策定した懲戒処分基準に準じる旨の規程の策定や通知等の発出をしている場合に限り懲戒処分基準を策定し

ている扱いとする。 

 

   ①策定している  ６６４本部（９２．２％） 

   ②策定していない  ５６本部（ ７．８％） 

 

問 34 問 33 で①と回答した消防本部に伺います。策定した懲戒処分基準にハラスメント行為につ

いて明記していますか。 

（N=664） 

 

①明記している  ５７８本部（８７．０％） 

②明記していない  ８６本部（１３．０％） 

 

問 35 問 33 で①と回答した消防本部に伺います。懲戒処分基準を策定したことで、ハラスメント

等の撲滅に関して効果はありましたか。 

（N=664） 

 

   ①効果があった    １１７本部（１７．６％） 

   ②効果がなかった     ８本部（ １．２％） 

   ③どちらともいえない ５３９本部（８１．２％） 

 

問 36 問 33 で②と回答した消防本部に伺います。懲戒処分基準を策定していない理由を回答して

ください。 

（N=56） 

 

   ①市区町村部局で懲戒処分基準を策定していないことから、 

    消防本部としても懲戒処分基準を策定していない     ４６本部（８２．１％） 

   ②人事院の指針等を参考にしている             ８本部（１４．３％） 

   ③事案ごとに委員会で検討している             ２本部（ ３．６％） 

 

問 37 問 33 で①と回答した消防本部に伺います。策定した懲戒処分基準の公表方法を回答してく

ださい。（複数回答可） 

（N=679）（※）公表とは、HP への掲載等により懲戒処分基準を広く一般に公表することをいう。 

 

   ①市区町村や消防本部のＨＰに掲載している ２８３本部（４１．７％） 

   ②市区町村や消防本部の庁舎に設置してある  ４７本部（ ６．９％） 

    掲示板に掲示をしている。 

   ③その他                  ８６本部（１２．７％） 

   ④公表していない             ２６３本部（３８．７％）
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問 38 問 37 で④と回答した消防本部に伺います。懲戒処分基準を公表していない理由を回答して

ください。 

（N=266） 

 

   ①内部的な性質の強い基準であるため、公表はしていない １０７本部（４０．２％） 

   ②市区町村部局が基準を公表していないことから、 

    公表はしていない                  １４６本部（５４．９％） 

   ③その他                        １３本部（ ４．９％） 

 

問 39 貴消防本部において、懲戒処分の公表基準を策定していますか。 

（N=720）（※）市区町村部局（組合構成市町村の部局を含む）の懲戒処分の公表基準を用いている場合は、連名で懲戒処分の公表基準を策定 

している場合や、市町村部局の策定した懲戒処分の公表基準に準じる旨の規程の策定や通知等の発出をしている場合に限り懲

戒処分の公表基準を策定している扱いとする。 

 

   ①策定している  ６１７本部（８５．７％） 

   ②策定していない １０３本部（１４．３％） 

 

問 40 問 39 で①と回答した消防本部に伺います。懲戒処分の公表基準を策定したことで、ハラス

メント等の撲滅に関して効果はありましたか。 

（N=617） 

 

   ①効果があった    １０３本部（１６．７％） 

   ②効果がなかった     ４本部（ ０．６％） 

   ③どちらともいえない ５１０本部（８２．７％） 

 

問 41 問 39 で②と回答した消防本部に伺います。懲戒処分の公表基準を策定していない理由を回

答してください。 

（N=103） 

 

   ①市区町村部局でも懲戒処分の公表基準を策定していないことから、 

    消防本部としても懲戒処分の公表基準を策定していない      ９３本部（９０．３％） 

   ②人事院の指針等を参考にしている                 ６本部（ ５．８％） 

   ③その他                             ４本部（ ３．９％） 

 

問 42 問 39 で①と回答した消防本部に伺います。策定した懲戒処分の公表基準の公表方法を回答

してください。（複数回答可） 

（N=635） 

 

①市区町村や消防本部のＨＰに掲載している ２４５本部（３８．６％） 

②市区町村や消防本部の庁舎に設置してある 

掲示板に掲示をしている          ５０本部（ ７．９％） 

③その他                  ８２本部（１２．９％） 

④公表していない             ２５８本部（４０．６％） 

 

問 43 問 42 で④と回答した消防本部に伺います。懲戒処分の公表基準を公表していない理由を回

答してください。 

（N=258） 

 

①内部的な性質の強い基準であるため、公表はしていない  ９６本部（３７．２％） 

②市区町村部局が基準を公表していないことから、 

公表はしていない                  １５１本部（５８．５％） 

③その他                        １１本部（ ４．３％）
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問 44 貴消防本部において、令和６年度中にセルフチェック、アンケート等の職員の気付きを促

す取組を実施しましたか。 

（N=720） 

 

   ①実施した    ５７７本部（８０．１％） 

   ②実施しなかった １４３本部（１９．９％） 

 

問 45 問 44 で①と回答した消防本部に伺います。実施した取組の内容を回答してください。（複

数回答可） 

（N=699）（※３）③は、課長等の上司や産業医等の第三者が面談を行い、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント等のハラスメ

ントの事例を挙げ、その様な行為を受けたことがないか、行ったことがないか、見聞きしたことはないか等についてヒアリ

ングを行うことをいう。 
 

①セルフチェック １７７本部（２５．３％） 

②アンケート   ３３７本部（４８．２％） 

③ヒアリング   １６８本部（２４．１％） 

④その他      １７本部（ ２．４％） 

 

問 46 問 44 で①と回答した消防本部に伺います。職員の気付きを促す取組を実施したことで、ハ

ラスメント等の撲滅に関して効果はありましたか。 

（N=577） 

 

   ①効果があった    １８１本部（３１．４％） 

   ②効果がなかった     ４本部（ ０．７％） 

   ③どちらともいえない ３９２本部（６７．９％） 

 

問 47 問 44 で②と回答した消防本部に伺います。職員の気付きを促す取組を実施しなかった理由

を回答してください。 

（N=143） 

 

   ①ハラスメントに関する相談がなかったため実施しなかった ４７本部（３２．８％） 

②ハラスメント事案の発生がなかったため実施しなかった  ２９本部（２０．３％） 

③人的余裕がなく、取組を実施することができなかった   １４本部（ ９．８％） 

④時間的余裕がなく、取組を実施することができなかった  ２７本部（１８．９％） 

⑤その他                        ２６本部（１８．２％） 

 

問 48 貴消防本部において、令和６年度中にハラスメント等に関する講習・研修又はハラスメン

ト等を議題とした職場ミーティングを実施しましたか。 

（N=720） 

 

   ①実施した    ５９３本部（８２．４％） 

   ②実施しなかった １２７本部（１７．６％） 

 

問 49 問 48 で①と回答した消防本部に伺います。講習・研修及び職場ミーティングの実施状況を

回答してください。 

（N=593） 

 

   ①講習・研修のみ         ３９０本部（６５．８％） 

   ②職場ミーティングのみ       ９６本部（１６．２％） 

   ③講習・研修及び職場ミーティング １０７本部（１８．０％） 
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問 50 問 49 で①又は③と回答した消防本部に伺います。講習・研修の内容を回答してください。

（複数回答可） 

（N=1,032） 

 

   ①パワハラ等の定義について                ４２４本部（４１．１％） 

②消防本部におけるハラスメントの発生状況について     １２２本部（１１．８％） 

③過去に発生した消防本部におけるハラスメント事案について １２７本部（１２．３％） 

④消防本部におけるハラスメントの対策の事例について    １７５本部（１７．０％） 

⑤民間企業や警察・自衛隊等の 

他の団体におけるハラスメント対策の事例について     １２１本部（１１．７％） 

⑥その他                          ６３本部（ ６．１％） 

 

問 51 問 49 で①又は③と回答した消防本部に伺います。講習・研修を誰が実施しましたか。 

（N=535） 

 

   ①外部講師が実施した ３９４本部（７３．６％） 

   ②消防職員が実施した １４１本部（２６．４％） 

 

問 52 問 49 で①又は③と回答した消防本部に伺います。講習・研修の実施方法を回答してくださ

い。（複数回答可） 

（N=553） 

 

①年代別の講習・研修                 ４８本部（ ８．７％） 

②階級別の講習・研修                 ８４本部（１５．２％） 

③管理職員と管理職員以外の職員とを別けた講習・研修 １２１本部（２１．９％） 

④全職員が一斉に受講する講習・研修         ２４９本部（４５．０％） 

⑥その他                       ５１本部（ ９．２％） 

 

問 53 問 49 で②又は③と回答した消防本部に伺います。職場ミーティングの内容を回答してくだ

さい。（複数回答可） 

（N=385） 

 

①パワハラ等の定義について                １４０本部（３６．４％） 

②消防本部におけるハラスメントの発生状況について      ６２本部（１６．１％） 

③過去に発生した消防本部におけるハラスメント事案について  ６３本部（１６．４％） 

④消防本部におけるハラスメントの対策の事例について     ７４本部（１９．２％） 

⑤民間企業や警察・自衛隊等の 

他の団体におけるハラスメント対策の事例について      ２４本部（ ６．２％） 

⑥その他                          ２２本部（ ５．７％） 

 

問 54 問 49 で②又は③と回答した消防本部に伺います。職場ミーティングの実施方法を回答して

ください。（複数回答可） 

（N=231） 

 

①年代別の職場ミーティング                 １８本部（ ７．８％） 

②階級別の職場ミーティング                 ２１本部（ ９．１％） 

③管理職員と管理職員以外の職員とを別けた職場ミーティング  ５７本部（２４．７％） 

④その他                         １３５本部（５８．４％） 
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問 55 問 48 で①と回答した消防本部に伺います。講習・研修又は職場ミーティングを実施したこ

とで、ハラスメント等の撲滅に関して効果はありましたか。 

（N＝593） 

 

   ①効果があった    ２１９本部（３６．９％） 

   ②効果がなかった     ３本部（ ０．５％） 

   ③どちらともいえない ３７１本部（６２．６％） 

 

問 56 問 48 で②と回答した消防本部に伺います。講習・研修及び職場ミーティングを実施しなか

った理由を回答してください。 

（N=127） 

 

①ハラスメントに関する通報や相談がなかったため実施しなかった ４２本部（３３．１％） 

②ハラスメント事案の発生がなかったため実施しなかった     １３本部（１０．２％） 

③人的余裕がなく、取組を実施することができなかった      １６本部（１２．６％） 

④時間的余裕がなく、取組を実施することができなかった     ２５本部（１９．７％） 

⑤その他                           ３１本部（２４．４％） 

 

問 57 貴消防本部において、平成 29 年消防庁次長通知にて示されている対応策のほかに、ハラス

メント等の撲滅に向けた取組を実施していますか。 

（N=720） 

 

   ①実施している  １６８本部（２３．３％） 

   ②実施していない ５５２本部（７６．７％） 

 

問 58 問 57 で①と回答した消防本部に伺います。取組の内容を回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

・職員用ポータルサイトにハラスメントに関する特設ページを設けている 

・意見箱を設置している 

・消防司令補以下で構成されたハラスメント職員委員会を設置している 

・加害職員に対する更生プログラムを作成している 

 

問 59 問 57 で①と回答した消防本部に伺います。現在実施している取組のほかに、新たに実施を

予定している取組や実施を検討している取組があれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・３６０度評価の実施 

・活用しやすい相談ツールの提供 

・現在実施中の取組に対する職員評価の把握 

 

問 60 問 57 で②と回答した消防本部に伺います。今後実施を予定している取組や実施を検討して

いる取組があれば回答してください。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・消防職員行動指針（クレド）の策定 

・ハラスメント予防対応ハンドブックの作成 

・相談窓口に任命された職員の資格取得 
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ハラスメント対策に関する調査（消防吏員向け）結果 
 

問１ あなたの性別を以下の選択肢から回答してください。 

（N=606） 

 

   ①男性  ５４６人（９０．１％） 

   ②女性   ５９人（ ９．７％） 

   ③その他   １人（ ０．２％） 

 

問２ あなたの現在の年齢を以下の選択肢から回答してください。 

（N=606） 

 

   ①１０代   ７人（ １．２％） 

   ②２０代 １３９人（２２．９％） 

   ③３０代 １８６人（３０．７％） 

   ④４０代 １５１人（２４．９％） 

   ⑤５０代 １１４人（１８．８％） 

   ⑥６０代   ９人（ １．５％） 

 

問３ あなたの現在の役職を以下の選択肢から回答してください。 

（N=606） 

 

①消防長・次長・部長相当職   ７人（ １．２％） 

②課長相当職         ２３人（ ３．８％） 

③課長補佐相当職       ５８人（ ９．６％） 

④係長相当職         ９９人（１６．３％） 

⑤その他の職員       ４１９人（６９．１％） 

 

問４ あなたの現在の勤務形態を以下の選択肢から回答してください。 

（N=606） 

 

①毎日勤務  １７９人（２９．５％） 

②交替制勤務 ４２７人（７０．５％） 

 

問５ あなたは、令和６年度中、職場でハラスメントを受けたことがありますか。 

（N=606）（※１）ハラスメントとして認定されたか否かは問わず、あなたがパワハラを受けたと感じた経験の有無を回答。 

（※２）職場とは、業務を遂行する場所を指し、日頃勤務している場所のほか、出張先や実質上業務の延長と考えられる宴会場所等

を含む。 
 

   ①ある  ５９人（ ９．７％） 

   ②ない ５４７人（９０．３％） 
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問６ 問５で①と回答した方に伺います。あなたが受けたハラスメントの種別を以下の選択肢から

回答してください。（ 

（N=69）（※１）本調査におけるパワハラとは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより労働者の就業環境が害される行為をいう。 

（※２）本調査におけるセクハラとは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労

働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害される行為をいう。 

（※３）本調査における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚・部下からの言動

（妊娠・出産したこと、産前産後休業・育児休業・介護休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や

育児休業等を申出・取得した労働者の就業環境が害される行為をいう。また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制

度を利用したことを理由として行われた不利益な取扱いを含む。 

 

   ①パワー・ハラスメント（パワハラ）      ５３人（７６．８％） 

②セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）    ５人（ ７．３％） 

③妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント  ４人（ ５．８％） 

④その他（カスタマー・ハラスメント以外）    ７人（１０．１％） 

 

問７ 問５で①と回答した方に伺います。あなたにハラスメントを行った者は誰ですか。以下の選

択肢から回答してください。（複数回答可） 

（N=75）（※）管理職員とは、管理職手当を支給されている職員をいう。 

 

①男性の管理職員       ２５人（３３．３％） 

②女性の管理職員        １人（ １．３％） 

③男性の上司（管理職員以外） ３５人（４６．７％） 

④女性の上司（管理職員以外）  ２人（ ２．７％） 

⑤男性の同僚          ８人（１０．７％） 

⑥女性の同僚          １人（ １．３％） 

⑦男性の部下          ２人（ ２．７％） 

⑧女性の部下          １人（ １．３％） 

 

問８ 問５で①と回答した方に伺います。ハラスメントを受けて、あなたはどのような行動をとり

ましたか。（複数回答可） 

（N=111） 

 

①同僚に相談した                 ２０人（１８．０％） 

②上司に相談した                 ２４人（２１．６％） 

③部下に相談した                  ４人（ ３．６％） 

④家族や職場外の友人に相談した          ２１人（１９．０％） 

⑤消防本部に設置されている通報窓口に通報した    ０人 

⑥消防本部以外に設置されている通報窓口に通報した  ０人 

⑦消防本部に設置されている相談窓口に相談した    ４人（ ３．６％） 

⑧消防本部以外に設置されている相談窓口に相談した  １人（ ０．９％） 

⑨人事担当部局（相談窓口を除く）に相談した     ０人 

⑩産業医に相談した                 ３人（ ２．７％） 

⑪人事委員会・公平委員会に相談した         ０人 

⑫弁護士や臨床心理士等の外部の者に相談をした    ０人 

⑬しばらく仕事を休んだ               ４人（ ３．６％） 

⑭その他                      ３人（ ２．７％） 

⑮何もしなかった（できなかった）         ２７人（２４．３％） 
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問９ 問８で⑮と回答した方に伺います。あなたがハラスメントを受けて何もしなかった（できな

かった）理由を回答してください。（複数回答可） 
（N＝92） 

 

   ①何をしても問題の解決にはならないと思ったことから      ２３人（２５．０％） 

②職務上不利益が生じると思ったから               ８人（ ８．７％） 

③相談したことが職場内で公になってしまうと思ったから     １０人（１０．９％） 

④ハラスメント行為がさらにエスカレートすると思ったから     ５人（ ５．４％） 

⑤職場の上司や同僚との人間関係が悪くなってしまうと思ったから １１人（１２．０％） 

⑥職場内にハラスメントについて相談しにくい雰囲気があるから   ９人（ ９．８％） 

⑦ハラスメントを相談できる窓口や担当部署がなかったから     ４人（ ４．４％） 

⑧ハラスメントの相談を受け付けている窓口や部署が 

公平、公正に対応してくれると思えなかったから         ５人（ ５．４％） 

⑨管理職員が行為者だったから                  ６人（ ６．５％） 

⑩行動を起こすほどのことではないと思ったから          ８人（ ８．７％） 

⑪その他                            ３人（ ３．２％） 
 

問 10 問５で①で回答した方に伺います。あなたの所属する消防本部（人事担当課、所属長等）

は、あなたがハラスメントを受けていることを知っていましたか。 

（N=59）（※）あなたがハラスメントを受けていることを消防本部に伝えた、あなたの周囲の職員が、あなたがハラスメントを受けているこ

とを消防本部に伝えた等、あなたがハラスメントを受けていることを消防本部が知り得る機会があれば①と回答。 

 

①知っていた          １２人（２０．３％） 

②知らなかった         ２５人（４２．４％） 

③知っていたかどうかわからない ２２人（３７．３％） 

 

問 11 問 10 で①と回答した方に伺います。あなたの所属する消防本部（人事担当課、所属長等）

は、あなたがハラスメントを受けていることを知った上でどのような行動をとりましたか。 

   （複数回答可） 

（N=22） 

 

①あなたの要望を聞いたり、 

問題を解決するために相談にのってくれた       ３人（１３．７％） 

②あなたに対して事実確認のためのヒアリングを実施した ５人（２２．７％） 

③行為者に対して事実確認のためにヒアリングを実施した ４人（１８．１％） 

④あなたの上司、同僚、部下に対して事実確認を行った  ５人（２２．７％） 

⑤特に何もしなかった                 ３人（１３．７％） 

   ⑥不明                        ２人（ ９．１％） 

 

問 12 あなたは、令和６年度中、職場で職員がハラスメントを受けているのを見聞きしました

か。  

（N=606） 

 

   ①見聞きしたことがある １６１人（２６．６％） 

   ②見聞きしたことはない ４４５人（７３．４％） 

 

問 13 問 12 で①と回答した方に伺います。あなたが見聞きしたハラスメントを受けた者の性別を

以下の選択肢から回答してください。 

（N=160）（※）問 12 において①と回答した 161 人のうち、１名は無回答であった。 

 

   ①男性  １４０人（８７．５％） 

   ②女性   １８人（１１．３％） 

   ③その他   ２人（ １．２％）
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問 14 問 12 で①と回答した方に伺います。あなたが見聞きしたハラスメントを行った者は、ハラ

スメントを受けた者からみて誰ですか。（複数回答可） 

（N=160） 

 

①男性の管理職員       ４９人（３０．７％） 

②女性の管理職員        ０人 

③男性の上司（管理職員以外） ８８人（５５．０％） 

④女性の上司（管理職員以外）  ２人（ １．２％） 

⑤男性の同僚          ７人（ ４．４％） 

⑥女性の同僚          ２人（ １．２％） 

⑦男性の部下          ７人（ ４．４％） 

⑧女性の部下          ２人（ １．２％） 

⑨分からない          ３人（ １．９％） 

 

問 15 問 12 で①と回答した方に伺います。あなたが見聞きしたハラスメントの種別を回答してく

ださい。（複数回答可） 

（N=168） 

 

①パワー・ハラスメント（パワハラ）      １３８人（８２．１％） 

②セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）    １１人（ ６．６％） 

③妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント   ５人（ ３．０％） 

④その他（カスタマー・ハラスメント以外）    １４人（ ８．３％） 

 

問 16 あなたは所属する消防本部が平成 29 年次長通知にて示された対応策を実施していることを

知っていますか。実施していることを知っている対応策を回答してください。（複数回答

可） 

（N=2,375）（※）平成 29 年次長通知とは、「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループの検討結果につい

て」（平成 29 年７月４日付消防消第 171 号消防庁次長通知）を指す。 
 

①消防長の意志の明確化                 ２９９人（１２．６％） 

②ハラスメント等の対応策に関する内部規程の策定     ２２６人（ ９．５％） 

③ハラスメント等撲滅推進会議の開催           １２４人（ ５．２％） 

④ハラスメント等通報制度の確立             ２１８人（ ９．１％） 

⑤ハラスメント相談窓口の設置              ４６５人（１９．６％） 

⑥懲戒処分基準の策定及び公表              １７１人（ ７．２％） 

⑦懲戒処分の公表基準の策定及び公表           １２６人（ ５．３％） 

⑧アンケートや個人面談等の職員の気付きを促す取組の実施 ３４４人（１４．５％） 

⑨研修等の充実                     ３３９人（１４．３％） 

⑩いずれの対応策も実施していない              ３人（ ０．１％） 

⑪対応策を実施していることを知らない           ６０人（ ２．６％） 
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問 17 あなたは所属する消防本部が実施している平成 29 年次長通知にて示された対応策のうち、

どの対応策が効果を発揮していると感じていますか。 

（N=1,241） 

 

①消防長の意志の明確化                 １２５人（１０．１％） 

②ハラスメント等の対応策に関する内部規程の策定      ６９人（ ５．６％） 

③ハラスメント等撲滅推進会議の開催            ３７人（ ３．０％） 

④ハラスメント等通報制度の確立             １０８人（ ８．７％） 

⑤ハラスメント相談窓口の設置              ２０３人（１６．３％） 

⑥懲戒処分基準の策定及び公表               ７５人（ ６．０％） 

⑦懲戒処分の公表基準の策定及び公表            ５３人（ ４．３％） 

⑧アンケートや個人面談等の職員の気付きを促す取組の実施 ２１５人（１７．３％） 

⑨研修等の充実                     １７２人（１３．９％） 

⑩効果を発揮していると感じる対応策はない        １８４人（１４．８％） 

 

問 18 問 17 で①～⑨と回答した方に伺います。その対応策が具体的にどのような効果を発揮して

いるか記載できる場合は回答してください。 
（※）主な回答を列挙 

 

【消防長の意志の明確化】 

・職員全体のハラスメント防止の意識が向上した 

・若手であっても意見しやすい環境となった 

【通報制度の確立・相談窓口の設置】 

・通報、相談により自分でためこまない環境となった 

・通報制度の整備が抑止力となった 

【懲戒処分基準、公表基準の策定及び公表】 

・基準の存在が抑止力となった 

・基準の明確化によりハラスメントの定義について共通認識が生まれた 

【アンケート・個人面談】 

・ハラスメント事案の実態把握ができるようになった 

・自らの言動が適切か考えるようになった 

【研修等の充実】 

・ハラスメント防止への意識が向上した 

・ハラスメントの定義について共通認識が生まれた 

 

問 19 あなたは平成 29 年次長通知にて示された対応策のうち、どの対応策を今後強化すべきだと

感じますか。（複数回答可） 

（N=1,443） 

 

①消防長の意志の明確化                  ９６人（ ６．７％） 

②ハラスメント等の対応策に関する内部規程の策定     １１５人（ ８．０％） 

③ハラスメント等撲滅推進会議の開催            ６２人（ ４．３％） 

④ハラスメント等通報制度の確立             １７６人（１２．２％） 

⑤ハラスメント相談窓口の設置              １８１人（１２．５％） 

⑥懲戒処分基準の策定及び公表              ２０３人（１４．０％） 

⑦懲戒処分の公表基準の策定及び公表           １７３人（１２．０％） 

⑧アンケートや個人面談等の職員の気付きを促す取組の実施 ２５７人（１７．８％） 

⑨研修等の充実                     １８０人（１２．５％） 
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問 20 問 19 で回答した対応策について、どのように強化すべきかを記載できる場合は回答してく

ださい。（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 
 

【通報制度の確立・相談窓口の設置】 

・消防職員でない第三者による運営 

・多様な属性の窓口員の配置（年齢層、性別など） 

【懲戒処分基準の策定及び公表】 

・処分の基準、ハラスメントの定義の明確化 

【懲戒処分の公表基準の策定及び公表】 

・ハラスメントによる処分内容の職員への周知 

【アンケートや個人面談等の職員の気づきを促す取組】 

・職員に向けアンケート結果の公表 

【研修等の充実】 

・外部講師の起用 

・階層別の研修の実施 

・相談窓口員のスキルアップ研修の導入 

【その他】 

・過去の処分事例の共有 

・気軽に利用できる目安箱の設置 

 

問 21 あなたが現在勤務する職場の特徴を以下の選択肢から回答してください。（複数回答可） 

 

①上司・同僚・部下のコミュニケーションが少ない又はない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある １３．６％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない  ５．５％ 

②悩み、不満、問題を組織に伝えづらい 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ４９．２％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない １９．０％ 

③悩み、不満、問題を上司に伝えづらい 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ２７．１％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない １０．８％ 

④職員間においてイジリ、おどかし、からかいが見られる 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ４９．２％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない ２８．３％ 

⑤他部署や外部との交流が少ない又はない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ５２．５％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない ２３．４％ 

⑥時間外勤務が多い 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ３０．５％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない １５．４％ 

⑦休暇・休業を取得しづらい 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ３０．５％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない ２１．６％ 

⑧若手職員の比率が低い又は若手職員がいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある  ６．８％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない  ９．０％ 

⑨ベテラン職員の比率が低い又はベテラン職員がいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある １０．２％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない  ６．８％ 

⑩男性職員の比率が低い又はいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある    ０％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない    ０％
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⑪女性職員の比率が低い又は女性職員がいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ３７．３％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない ３９．１％ 

⑫中途採用や出向者など多様なバックグラウンドを持つ職員の比率が低い 

又は中途採用や出向者など多様なバックグラウンドを持つ職員がいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある ２８．８％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない ２４．５％ 

⑬育児や介護等、時間制約がある職員の比率が低い又は育児や介護など、 

時間制約がある職員がいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある １３．６％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない １３．５％ 

⑭育児中の職員が少ない又はいない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある １１．９％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない １１．７％ 

⑮当てはまるものはない 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことがある    ０％ 

 ・令和６年度中に職場でハラスメントを受けたことはない  １．５％ 

 

問 22 あなたは、令和６年度中、職場でカスタマー・ハラスメント（カスハラ）を受けたことが

ありますか。 

(N=606)（※）本調査におけるカスハラとは、以下に例示するような行政サービスの利用者や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為のことをいう。  
       身体的な攻撃（暴行、傷害等） 精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の要求等） 威圧的な言動（大声 

で責める、反社会的な者とのつながりをほのめかす等）  継続的かつ執拗な言動（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）  

拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長電話等）明らかに業務内容と関係のない顧客等からの言動（セクハラ、プライバシー 

の侵害、個人の属性に関する言動等） 

 

   ①受けたことがある １００人（１６．５％） 

   ②受けたことはない ５０６人（８３．５％） 

 

問 23 問 22 で①と回答した方に伺います。あなたが受けたカスハラは、どのような場面で行われ

たものですか。（複数回答可） 

（N=121） 

 

①１１９番通報等の応対時            ２７人（２２．３％） 

②来庁した業者や住民等への応対時        ２７人（２２．３％） 

③電話（１１９番通報以外）・メール等での応対時 ３４人（２８．１％） 

④インターネット上（ＳＮＳ等での誹謗中傷等）   １人（ ０．８％） 

⑤その他                    ３１人（２５．６％） 

⑥無回答                     １人（ ０．８％） 

 

問 24 問 22 で①と回答した方に伺います。あなたが受けたカスハラの内容を以下の選択肢から回

答してください。（複数回答可） 

（N=191） 

 

①身体的な攻撃（暴行、傷害等）                    ５人（ ２．６％） 

②精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の要求等） ４３人（２２．５％） 

③威圧的な言動（大声で責める、反社会的な者とのつながりをほのめかす等） ６７人（３５．１％） 

④継続的かつ執拗な言動（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）   ４３人（２２．５％） 

⑤拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長電話等）          １６人（ ８．４％） 

⑥明らかに業務内容と関係のない 

行政サービスの利用者・取引先からの言動                  

（セクハラ、プライバシーの侵害、個人の属性に関する言動等）     ７人（ ３．７％） 

⑦その他                               ４人（ ２．１人） 

   ⑧無回答                               ６人（ ３．１％）
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問 25 あなたは、令和６年度中、職場で職員がカスハラを受けているのを見聞きしましたか。 

（N=606） 

 

   ①見聞きしたことがある １２０人（１９．８％） 

   ②見聞きしたことはない ４８６人（８０．２％） 

 

問 26 問 25 で①と回答した方に伺います。あなたが見聞きしたカスハラの内容を回答してくださ

い。（複数回答可） 

（N=236） 

 

①身体的な攻撃（暴行、傷害等）                   １０人（ ４．２％） 

②精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の要求等） ６３人（２６．７％） 

③威圧的な言動（大声で責める、反社会的な者とのつながりをほのめかす等） ６３人（２６．７％） 

④継続的かつ執拗な言動（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）   ６２人（２６．３％） 

⑤拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長電話等）          ２４人（１０．２％） 

⑥明らかに業務内容と関係のない 

行政サービスの利用者・取引先からの言動 

（セクハラ、プライバシーの侵害、個人の属性に関する言動等）    １３人（ ５．５％） 

⑦その他                               １人（ ０．４人） 
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女性消防吏員活躍推進及びハラスメント対策に関する調査（消防学校向け）結果 
 

問１ 貴消防学校において実施している、女性消防吏員の活躍推進に関する講義や研修の内容を回

答してください。（複数回答可） 

 

①女性消防吏員を増員する意義について       １９校 

②女性消防吏員の職域拡大について         ２７校 

③女性消防吏員のキャリア形成について       ２７校 

④女性消防吏員の働きやすい職場環境づくりについて ３３校 

⑤その他                      ８校 

⑥実施していない                 １３校 

 

問２ 問１で①～⑤と回答した消防学校に伺います。講義や研修をどのように実施したか回答して

ください。（複数回答可） 

 

   ①座学       ３９校 

   ②グループ討議   ２１校 

   ③ロールプレイング  １校 

   ④その他       ４校 

 

問３ 問１で①～⑤と回答した消防学校に伺います。講義や研修の対象を以下の選択肢から回答し

てください。（複数回答可） 

 

①女性消防吏員          １７校 

②初任教育生           １６校 

③専科教育生（幹部教育生を除く）  ２校 

④幹部教育生           ２８校 

⑤その他              ７校 

 

問４ 問１で①～⑤と回答した消防学校に伺います。講義や研修を誰が実施しましたか。 

 

①消防職員                ３０校 

②元消防職員                １校 

③市区町村・都道府県職員（消防職員以外）  ５校 

④外部有識者               １２校 

⑤その他                  ６校 

 

問５ 問１で①～⑤と回答した消防本部に伺います。①～⑤の講義や研修のほかに、新たに実施を

予定している講義・研修や実施を検討している講義・研修があれば回答してください。（任

意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・女性消防吏員だけの火災想定訓練 

・現場指揮要領（指揮シミュレーション） 

 

問６ 問１で⑥と回答した消防学校に伺います。今後実施を予定している講義・研修や実施を検討

している講義・研修がある場合はその内容を回答してください。（任意回答） 

 

   ・消防庁女性消防吏員活躍推進アドバイザー制度を活用した講義
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問７ 貴消防学校において実施している、ハラスメントの撲滅に向けた対策に関する講義や研修の

内容を以下の選択肢から回答してください。（複数回答可） 

 

①パワハラ等の定義について                         ４６校 

②消防本部におけるハラスメントの発生状況について              ２１校 

③過去に発生した消防本部におけるハラスメント事案について          ２７校 

④消防本部におけるハラスメントの対策の事例について             ２２校 

⑤民間企業や警察・自衛隊等の他の団体におけるハラスメント対策の事例について １４校 

⑥その他                                  １０校 

⑦実施していない                               ２校 

 

問８ 問７で①～⑥と回答した消防学校に伺います。講義や研修をどのように実施したか回答して

ください。（複数回答可） 

 

①座学       ５４校 

②グループ討議   ２１校 

③ロールプレイング  ４校 

 

問９ 問７で①～⑥と回答した消防学校に伺います。講義や研修の対象を回答してください。（複

数回答可） 

 

①初任教育生           ３８校 

②専科教育生（幹部教育生を除く） １０校 

③幹部教育生           ４２校 

④その他              １校 

 

問 10 問７で①～⑥と回答した消防学校に伺います。講義や研修の講師を以下の選択肢から回答

してください。（複数回答可） 

 

①消防職員                ２６校 

②元消防職員                ７校 

③市区町村・都道府県職員（消防職員以外） １８校 

④外部有識者               ２７校 

 

問 11 問７で①～⑥と回答した消防本部に伺います。①～⑥の講義や研修のほかに、新たに実施

を予定している講義・研修や実施を検討している講義・研修があれば回答してください。

（任意回答） 
（※）主な回答を列挙 

 

・幹部研修生に対するカスタマー・ハラスメントに関する講義 
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